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第
十
四
巻
　
第
二
貌

委
員
會
政
治
論

島
　
　
田

久
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘

　
　
捲
響
薮
治
素
鋤
す
る
批
難
攻
撃
は
今
日
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
蜘
へ
ら
れ
、
そ
の
翻
識
も
種
々
あ
幽
そ
の
論
擦
に
も

　
　
》
ゐ
～
毒
る
が
、
｝
糧
の
超
然
的
議
論
や
先
撤
論
的
幾
輝
ε
見
倣
す
ぺ
き
も
の
を
措
“
て
、
實
際
駿
治
の
鏡
術
酌

　
直
轡
、
か
る
物
昂
事
最
竜
讐
曹
躍
す
ぺ
き
毛
の
ピ
思
は
れ
る
の
は
議
蚕
“
敏
治
の
葬
能
率
的
で
あ
る
ζ
ε
ε
馨
圏
的
の
能
力
を

　
訣
い
て
わ
董
媚
か
る
趨
る
鐘
搬
で
あ
ら
う
ピ
恩
は
れ
る
。

　
　
蔀
も
十
逸
糎
紀
の
薫
潜
纒
給
象
橡
押
し
な
ぺ
て
、
灘
政
穣
の
襲
張
ξ
議
倉
機
構
の
漸
次
的
完
成
電
は
、
桑
麗
資
任

欝
霧
巽
綾
螢
暴
黍
撃
窪
撃
藝
留
復
つ
義
整
餓
欝
題
嚢
灸
嚢
せ

　
　
　
　
　
　
書
餐
敏
鈴
簾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姻



　
　
　
　
　
　
塾
鳳
倉
蒙
治
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二

働
糞
蒙
の
惹
橡
し
舌
轟
で
蓉
．
（
彗
馨
藷
暴
て
、
苓
智
馨
の
葵
馨
鷺
竃
霧

　
　
か
の
プ
・
、
ク
ト
リ
ヤ
朝
k
生
れ
育
ま
・
れ
た
る
有
識
者
忙
ピ
つ
て
は
、
各
國
民
の
逡
歩
の
歩
調
に
は
遽
蓮
の
差
が
あ
ら

　
－
う
し
曳
｝
そ
の
（
図
輪
“
φ
形
鶴
皿
に
は
腿
々
の
別
が
胃
あ
つ
て
竜
．
何
れ
も
其
の
目
鮨
す
目
的
地
が
デ
モ
ク
ラ
シ
蓼
に
あ
る
蜜

　
会
ぶ
ヒ
ピ
に
封
彰
て
ほ
確
固
π
る
信
念
を
識
し
て
ゐ
泥
も
の
で
あ
る
。
已
k
大
載
以
前
の
二
三
十
年
に
亙
つ
て
深
灘

　
　
な
る
経
欝
陶
題
が
政
治
、
の
分
．
野
鑑
封
し
て
念
激
な
重
屡
を
加
へ
つ
つ
あ
う
陀
ヒ
罎
は
之
等
の
人
士
を
し
て
新
し
い
疑

　
　
煙
零
揺
セ
魅
蘇
惣
せ
し
響
ゐ
書
は
套
肇
ら
何
人
轟
も
含
の
舞
窺
幽
し
舌
嘉
如
罠
主
主

　
　
義
の
主
義
並
k
實
際
上
の
顛
覆
の
可
能
性
を
豫
想
し
た
も
の
は
一
人
も
な
か
つ
π
の
で
あ
る
。
（
註
5

　
　
　
畿
會
政
裟
封
す
る
世
人
籟
票
斯
く
盆
く
養
化
し
乗
ち
塁
ε
函
霧
活
暫
關
す
意
想
の

　
　
麓
化
に
因
る
竜
の
で
あ
る
。
競
演
企
薬
の
規
榛
の
登
逮
塾
は
ゆ
る
経
涛
的
帝
圃
主
義
の
逡
雇
ε
就
會
改
革
に
封
す
る

　
　
蔓
求
ば
翫
代
國
家
の
正
常
な
る
活
動
を
噌
愛
せ
し
め
て
了
つ
た
。
今
日
の
國
家
は
膨
大
な
る
融
會
立
法
を
任
勝
ピ
す

　
　
る
ピ
電
も
k
、
愈
々
盆
々
、
肚
會
の
経
涛
生
活
を
組
織
統
制
す
る
必
要
に
直
面
し
て
ぬ
る
の
で
あ
る
。
蝕
k
於
て
民

　
　
霊
主
装
の
原
則
を
時
代
の
嬰
求
に
適
慮
せ
し
む
る
≧
ビ
が
必
要
だ
な
つ
て
來
る
。
今
日
の
政
府
に
要
求
せ
ら
れ
る
虜

　
　
は
一
代
以
前
或
は
一
世
紀
以
前
に
比
し
て
遙
に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
故
に
欧
治
の
車
輪
は
以
前
ε
蓮
つ
て
遙
に
高

　
弛
疲
で
周
鶉
す
る
や
5
鵜
期
…
特
讐
ら
れ
る
の
で
あ
ウ
て
到
る
慮
に
強
力
政
治
k
謝
す
る
特
望
が
存
在
す
る
の
は
之
の



㈱
所以で

あ
る
9
耐
一
し
て
後
涯
『
嗣
咋
於
て
は
若
し
斯
お
拳
態
龍
慮
ず
べ
き
充
分
な
る
権
力
が
憲
法
の
範
園
内
に
於
｛
農

．
曇
ら
れ
菰
。
塾
や
う
准
揚
合
k
，
は
其
り
國
の
憲
法
は
顛
覆
せ
し
め
ら
れ
冤
仕
舞
ふ
の
で
あ
る
。
（
進
e
・
か
曳
萎
黛
例

櫨
麺
宅
華
ザ
蚤
塗
で
喝
森
炉
。
，
遇
蓮
褒
し
て
積
極
的
な
る
活
動
が
國
家
に
期
待
き
れ
る
結
果
置
し
て
在
黍
の
縫
會
政

治
液
，
僻
ふ
碗
の
償
重
な
る
チ
属
9
ノ
ス
・
エ
，
γ
ド
・
漣
ラ
蟹
ネ
の
制
度
は
寧
ろ
活
動
の
邪
魔
物
ピ
愚
は
れ
る
燦
に
な
つ
宅

了
つ
髭
。
詩
之
が
畿
禽
主
義
洩
『
落
φ
第
」
、
の
原
鎚
で
あ
る
。

　
次
に
鞠
今
k
於
る
鮭
會
活
動
の
復
難
化
は
政
治
の
專
門
化
を
必
要
ε
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
現
在
め
議
會
馴
壌

を
以
宅
し
で
は
寡
用
的
知
畿
乃
至
技
畳
を
以
て
圃
題
解
決
の
衝
に
當
る
を
得
塗
熔
ε
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
灘
憐
遵
摘
輔
般
に
於
て
は
寡
門
知
識
の
復
麓
は
蓬
く
認
あ
ら
れ
、
導
爾
家
の
趨
用
は
成
功
を
牧
む
る
最
良
の
方
法

ε
し
て
鐙
藁
務
の
識
壷
を
嫡
任
せ
ら
れ
，
マ
ゐ
δ
。
之
に
反
し
て
政
募
に
あ
つ
て
は
科
學
酌
意
味
に
於
る
專
門
知
畿
ぽ

撫
ろ
其
の
触
如
震
於
て
蓑
し
ψ
あ
で
あ
る
。
英
～
米
、
佛
そ
の
弛
の
諸
國
を
見
麹
し
て
も
、
閣
員
の
詮
衡
些
嘗
う
て
重

属
讐
5
備
．
る
の
は
夷
の
人
の
入
氣
ε
か
簾
黛
に
封
す
る
賀
献
ε
か
そ
あ
つ
て
、
，
實
際
の
鞍
務
を
塵
理
す
番
手
腕
の
蟹

値ほ

後
醒
℃
に
さ
れ
宅
ゐ
る
。
敦
治
鼓
衡
が
如
何
k
時
勢
後
れ
で
あ
る
か
ピ
謹
す
る
に
櫨
内
閣
租
織
に
際
し
て
の
閣

員
詮
衡
の
．
方
法
抵
ピ
明
白
な
も
の
は
な
》
ε
詐
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
整
囚
）

茜
撫
、
民
主
政
治
募
職
業
農
治
麹
蓄
垂
、
，
多
ン
、
嘉
曾
垂
破
髭
遽
垂
、
罪
職
楽
主
貌
舞
能

　
　
　
　
黍
臓
管
駿
論
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹



　
　
　
　
　
　
露
貰
禽
鷺
塗
覆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

㈱
釜
で
馨
．
（
豊
）
奮
で
、
近
代
塁
藩
の
糞
魁
鑑
要
し
て
塁
霧
震
警
肇
あ
聞

　
鑓
蓮
欝
な
る
均
衡
を
保
持
せ
ん
か
ε
云
ム
鮎
に
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
7
ピ
エ
フ
イ
シ
ジ
シ
蓼
ε

　
あ
緬
灘
慈
の
聞
k
は
可
成
幽
の
懸
．
隔
が
あ
る
の
は
孚
へ
な
い
。
全
部
の
人
々
に
拳
等
の
滲
政
を
許
す
極
端
な
る
島
虫

　
一
凍
治
　
墜
無
能
な
葛
、
敵
治
霊
な
少
、
叉
鶴
つ
て
、
能
牽
の
み
を
追
求
す
れ
ぱ
結
局
、
濁
裁
政
治
に
堕
せ
ざ
る
を
得
な
ψ
o

　
塑
《
蜜
も
量
大
な
る
纏
力
は
之
を
少
歎
の
有
能
な
る
專
門
家
㈹
委
仕
せ
ざ
る
を
得
な
い
篭
電
に
な
る
で
あ
ら
う
9
近

　
年
た
於
て
、
．
民
主
政
治
2
賜
念
ε
能
率
の
親
念
電
は
雨
者
ε
も
に
獣
迎
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
鼓
に
明
白
に
相
矛
屑

　
す
葛
一
，
単
の
犠
殉
が
生
ず
る
葛
ぜ
に
な
つ
彪
。
軸
方
は
則
ち
民
主
政
治
に
向
ム
遮
動
で
あ
つ
｛
飽
方
は
政
治
の
能
率
化

　
奪
向
ム
遮
動
で
あ
る
ゐ
、
箆
主
政
治
の
思
懇
及
び
制
度
の
登
展
は
多
藪
の
鰍
洲
諸
國
家
歳
於
る
立
憲
興
和
制
の
設
立
、

　
複
蕎
逡
蟻
め
慶
託
、
上
院
の
権
隆
縮
少
、
馨
政
権
の
賛
彊
．
イ
昌
ジ
ァ
チ
ー
プ
、
レ
フ
ユ
レ
シ
ダ
ム
、
リ
，
『
ル
制

塚
操
曇
蕩
篇
毒
し
雰
明
竃
ξ
．
凡
て
毒
の
湯
綾
鷲
震
三
罠
の
撃
鑑
し
て

　
嚢
傭
従
封
蜜
る
逡
峯
民
の
髭
壱
を
襲
大
せ
ん
オ
す
る
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蜜
之
ろ
が
之
ε
岡
時
拠
勉
方

　
権
凝
ヤ
は
，
激
沿
の
能
盗
を
櫓
魑
せ
ん
ピ
す
る
努
力
が
行
は
れ
、
そ
の
結
果
、
今
度
は
逆
に
殴
府
に
封
す
る
民
主
駒

　
濫
瞥
セ
制
限
せ
ん
ピ
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
を
の
例
ε
し
て
は
、
厭
洲
諸
國
家
に
於
る
栂
裁
政
治
の
設
立
或
は
張

　
力
磁
る
寡
門
家
締
政
に
よ
る
歓
袷
を
目
約
蜜
す
る
蓮
勤
が
あ
る
。
或
は
税
行
部
の
纏
力
増
大
の
要
求
ε
か
斯
謂
ピ
，



（瓢身

薫
ぞ
ジ
シ
畢
の
出
覗
、
、
各
種
審
畿
會
の
設
立
纏
嫁
皆
こ
の
傾
向
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
傾
肉
ぱ
島
主

歌
治
の
原
則
よ
幽
庵
政
治
の
能
率
化
を
張
調
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
麗
六
）

民
寅
政
治
の
嘲
要
讃
ご
久
し
《
見
倣
さ
れ
て
ゐ
詫
古
風
の
櫨
力
分
立
あ
る
ひ
は
相
互
牽
制
の
原
期
は
今
日
、
理
論

に
於
て
電
實
際
に
於
て
竜
支
持
し
得
ら
れ
な
｝
塵
ε
し
て
排
斥
せ
ら
れ
、
議
會
政
治
は
之
k
よ
つ
て
利
す
る
よ
，
も

失
・
ム
ε
ヒ
ろ
の
多
き
に
惜
ん
で
ね
る
ざ
言
は
れ
る
．
。
今
日
の
議
會
政
治
に
於
て
最
も
緊
急
必
要
な
ζ
ピ
は
立
法
及
ぴ

政
策
樹
立
k
於
る
ス
ピ
奪
ド
化
で
あ
り
而
か
も
こ
の
ス
ピ
ー
ド
化
を
議
會
政
治
の
機
構
内
に
於
て
行
は
ん
ピ
す
れ
ぱ

是霧ピ

噛
立
法
執
行
薦
樫
の
協
力
を
張
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ψ
。
叉
、
現
代
の
鮭
會
駅
態
、
麗
涛
閥
題
の
復
雑
化

は
到
底
、
寡
門
知
識
を
持
た
な
い
從
奈
の
翠
な
る
所
謂
る
『
・
・
：
百
頭
噸
』
の
政
治
を
許
さ
な
ψ
。
も
し
議
會
政
治
が

時
世
か
ら
置
き
去
多
k
せ
ら
れ
る
の
を
菟
か
れ
ん
ε
す
る
な
ら
ぱ
、
ご
う
し
て
も
貞
ら
能
牽
他
し
專
鱒
化
し
て
、
時

代
の
要
求
を
解
決
す
る
に
足
る
の
力
量
を
示
し
、
以
て
デ
モ
ク
ラ
シ
事
に
封
す
る
幻
滅
威
を
解
澹
せ
し
あ
な
く
て
は

嫁
ら
職
。

　
立
法
部
、
執
行
部
め
脇
力
に
よ
る
政
治
の
能
率
化
ε
立
法
部
が
自
ら
專
門
化
す
る
乙
ε
に
ょ
っ
て
行
灘
蔀
内
に
勢
．

す
る
髭
督
の
纏
識
を
墳
進
す
れ
ぱ
或
は
デ
モ
ク
ラ
シ
事
の
原
則
を
堅
持
し
て
し
か
も
時
勢
の
要
求
す
る
政
治
を
行
ひ

得
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
ε
も
議
食
醸
治
の
救
済
も
し
く
は
猫
裁
政
治
の
逡
欝
に
製
す
る
議
禽
の
霞
己

　
　
　
　
讐
員
倉
虞
曲
傭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘



仰φ

　
　
　
　
　
馨
馨
愛
憤
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

防
禦
セ
し
て
は
、
ヒ
ん
な
方
向
に
逡
む
ぼ
か
あ
る
寮
い
置
考
へ
る
、
而
し
て
議
會
の
能
牽
化
ピ
專
門
化
の
問
題
に
つ

い
七
最
ぢ
重
天
な
示
唆
を
輿
へ
る
も
の
は
各
國
に
行
は
れ
て
ゐ
る
議
會
の
常
設
委
員
會
制
度
で
あ
る
。
勿
論
、
合
日
、

各
國
に
行
は
れ
て
ゐ
る
議
奮
委
員
愈
の
慨
値
は
完
全
な
も
の
で
は
、
な
い
。
又
、
そ
の
得
失
に
つ
い
て
鋼
断
に
苦
し
む

鮎
覧
猛
々
あ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
著
し
此
の
制
度
の
蓮
用
宜
し
き
を
得
れ
ば
政
治
の
能
率
化
專
門
化
k
寄

集ずる

魯
之
ろ
少
し
．
ε
し
ま
｝
6

　
ゼ
｝
義
ぎ
、
ゲ
多
イ
メ
卿
は
政
治
制
度
に
於
け
多
委
員
會
政
治
の
地
位
に
つ
》
て
次
ぎ
の
如
く
議
9
彪
こ
ε
が
あ

る
o

　
自
由
政
治
鷺
り
き
纏
ム
最
噺
軌
擁
な
る
難
關
は
、
肋
か
に
し
て
大
規
模
の
議
會
を
立
法
行
政
爾
昌
的
に
向
つ
て
遜

還、

且
り
、
圓
滞
腿
活
動
さ
せ
る
か
三
累
ム
貼
に
あ
る
。
養
代
の
ア
ヲ
ネ
要
シ
ラ
ク
ザ
k
於
6
が
如
き
歎
千
人
の
市
民
大

奮
泥
於
零
も
い
巳
に
之
の
困
難
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
、
更
姥
近
代
國
家
の
遙
に
小
規
模
の
代
議
院
に
於
て
も
之
の
困
難

を
認
め
る
。
之
の
困
縫
”
を
寛
服
す
る
爲
に
．
三
の
方
法
が
試
み
ら
れ
た
。
第
圃
は
ご
く
僅
少
の
し
か
感
’
麹
較
的
簡
翠
な

問
題
四
の
み
を
議
會
に
か
け
漉
他
の
凡
て
の
間
題
は
之
を
、
小
人
敦
の
常
設
的
な
園
饅
も
し
く
は
執
行
嘗
陸
保
溜
す
る
之

蜜
饗
あ
暮
鷲
之
れ
が
層
書
マ
人
の
行
つ
た
制
度
で
あ
う
で
、
・
，
マ
に
於
て
は
民
會
は
賞
吏
を
選
出
す
る
≧
ε
ε
法

律
を
通
廻
す
δ
・
ζ
ぜ
り
み
に
召
集
せ
ち
れ
℃
ゐ
た
が
、
・
之
の
法
律
た
る
や
簡
朋
で
あ
つ
て
、
し
か
も
修
整
の
嬰
な
き



侮）

や
う
、
一
括
し
て
提
出
せ
ち
れ
翠
に
養
否
を
問
ム
μ
艦
遍
．
ぎ
．
な
い
の
窓
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
議
倉
を
確
然
た
る
鷺

窯
組
織
ε
な
し
、
而
し
て
各
政
露
は
一
人
電
し
く
は
撒
人
の
領
袖
を
認
め
て
共
の
指
揮
に
服
し
、
大
抵
の
場
合
、
及

ぴ
大
抵
の
目
的
に
封
し
て
季
議
員
は
何
等
自
己
の
意
志
を
畿
揮
し
や
う
ピ
せ
ず
、
恰
も
軍
除
の
如
く
號
令
に
よ
つ
て

動
く
の
が
之
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
大
凡
そ
ア
シ
女
王
こ
の
方
の
英
國
の
制
度
で
あ
る
。
・
（
中
略
）
第
三
の
方
法
は
第

昌
の
方
決
‘
多
．
小
混
合
す
る
除
地
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
」
こ
れ
は
即
ち
議
會
を
多
敷
の
小
圏
膿
糞
匿
分
し
、
こ
の

各
自
に
立
援
行
政
の
問
題
を
付
託
し
或
は
之
k
封
し
て
最
絡
の
決
定
を
な
さ
し
め
、
叉
は
英
の
結
果
を
全
院
に
報
聾

せ
，
し
む
る
の
が
ヒ
れ
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
方
法
が
委
員
會
制
度
で
あ
多
、
成
る
程
度
英
國
に
適
用
せ
ら
れ
覧
姥
多
r

く．

7
ジ
ソ
ス
に
、
最
も
多
く
米
國
に
適
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
制
度
で
あ
る
。
云
蓉
。
（
麗
七
）

　
妓
に
私
の
研
兜
し
た
い
蜜
思
ム
の
は
．
之
の
第
三
の
欄
度
で
あ
ゆ
『
或
る
程
度
英
國
忙
．
・
更
に
多
く
フ
ラ
ン
ス
に
、
最

も
多
《
米
國
に
』
適
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
故
に
こ
の
三
國
の
委
員
會
制
度
を
瞥
見
す
る
必
宴
が
あ
る
．

　
（
纏
．
戸
）
O
・
ご
・
援
・
書
5
属
9
§
圃
詳
8
島
噌
縛
燭
9
墓
9
ぎ
類
琶
9
幅
留
四
閉
讐
罰
g
｝
μ
3
鱒
も
」
揖
滲
照

　
（
曲
二
）
螢
轡
0
8
豊
望
彗
o
富
び
剛
廿
ぎ
日
詳
8
曙
弩
島
男
§
警
ρ
嶺
鏡
リ
ヤ
昌
琴
照

　
（
駐
鱒
昌
）
崔
。
や
葛
藍
、
惨
照
～

　
（
註
四
）
　
箋
・
民
・
蜜
量
窪
5
鵬
9
り
o
一
駕
3
貼
謹
℃
型
”
謡
－
曽
⑰
診
照

　
（
聾
謹
）
　
≦
ひ
曽
・
ζ
9
3
噸
弓
ぎ
岡
ヨ
膨
筐
o
O
o
器
ヨ
旨
臼
♂
一
遷
o
o
り
馴
蟄
奮
照

　
（
墾
ハ
）
鐸
タ
蜜
き
淫
置
歪
葦
一
馨
弘
醤
P
醤
蓼
照

　
　
　
　
馨
員
食
戦
轍
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
婁
息
書
鷺
漉
鮒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

働
§
｝
馳
多
睾
喜
9
き
窯
色
9
・
拠
．
鉾
く
．
ど
尉
亨
一
“
ひ
薫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

　
　
夷
國
の
議
會
萎
員
會
を
一
瞥
す
る
に
先
き
立
つ
て
英
國
に
於
け
る
一
般
委
員
會
制
度
の
億
統
ピ
並
に
内
閣
ε
云
ム

　
特
轟
な
委
員
會
ピ
護
會
ε
の
關
係
に
つ
い
て
聯
か
見
て
み
泥
い
。

　
　
英
國
の
憲
浩
に
於
て
は
委
員
愈
を
設
立
す
る
二
つ
の
重
大
な
る
権
力
が
存
，
在
す
る
。
輔
は
國
王
議
政
府
器
品
．
。
・

　
O
o
臼
畠
で
あ
多
一
，
は
國
食
如
舞
詩
臼
窪
梓
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
議
政
府
も
剛
禽
も
、
ε
も
に
古
家
の
國
王
政
慶

　
0
4
健
因
o
管
皿
か
ら
の
寡
門
化
ε
禰
強
化
の
遇
禮
を
経
て
形
成
せ
ら
れ
ね
も
の
で
あ
つ
泥
の
は
曇
ム
迄
も
な
い
。
更

　
　
に
警
鑑
法
の
高
級
裁
判
所
も
そ
の
最
古
の
段
楷
k
於
て
は
國
王
政
塵
の
享
門
委
員
禽
で
あ
つ
驚
ε
云
つ
て
差
支
へ
な

　
　
塾
p
叢
の
漫
鰹
時
代
は
冤
も
，
角
ぜ
し
て
中
世
後
期
か
ら
以
後
を
見
て
も
大
渋
官
裁
釧
所
9
轟
禽
9
舞
8
蔓
は
最

　
初
は
國
主
議
致
府
の
一
委
員
會
で
あ
つ
髭
ε
信
ず
ぺ
き
理
由
が
あ
る
。
設
泥
例
の
尾
法
院
ω
翼
O
竃
屋
詳
四
も
確
k

　
儀
政
府
の
輔
委
員
會
で
あ
つ
ね
の
で
あ
る
。
近
代
の
橿
密
會
議
の
司
法
委
員
食
は
、
そ
の
形
式
に
於
て
は
十
九
世
龍

　
に
至
づ
て
法
律
を
以
て
創
設
せ
ら
れ
π
こ
軍
k
な
つ
て
ゐ
る
け
れ
ご
竜
、
そ
の
典
型
は
決
し
て
新
奇
な
竜
の
ε
云
ふ

　
を
得
な
｝
。
（
聾
）

　
　
笥
法
か
ら
行
政
の
方
面
に
移
つ
て
も
、
・
巳
に
十
六
世
紀
の
申
秦
k
於
て
、
國
王
議
欧
府
は
各
種
の
委
員
會
に
分
か



　
れ
で
む
る
の
を
擬
見
す
る
，
恥
ち
晶
ド
フ
7
ド
六
世
に
ょ
つ
て
起
草
せ
ら
れ
π
丈
嘗
中
に
は
盟
く
。
乾
。
。
縁
亀。

蹴
2
伽

琶
琶
鵯
蚤
垂
蒙
箔
書
墾
奪
．
あ
窪
名
毒
げ
ら
陰
2
奮
箆
峯
委
器

　
♂
「
些
o
擢
9
ε
曇
ム
の
が
あ
つ
風
ヒ
れ
は
國
王
議
疎
府
の
全
員
の
串
数
期
ち
廿
人
を
以
て
紐
綴
せ
ら
れ
π
委
員

　
禽
で
あ
つ
ね
。
呂
ド
ワ
書
ド
六
世
は
之
の
委
員
會
の
毎
遍
の
會
合
に
臨
御
し
て
國
家
に
關
す
る
す
べ
て
の
事
柄
を
包

含
す
益
喬
題
の
髄
姦
辱
詫
董
蚕
．
之
の
奮
霞
碧
饗
、
千
杏
幸
九
考
7
、
愛

　
キ
9
ア
ム
、
テ
ツ
プ
〃
の
葉
、
即
ち
ダ
イ
シ
響
教
授
が
『
Z
の
滑
人
會
議
は
内
閣
ε
し
て
は
大
に
失
し
國
會
ε
し
で

は
小
葵
す
ゑ
轟
ぞ
蕃
馨
叢
髪
し
慧
の
芸
へ
る
．
豪
る
重
ワ
ー
工
盆
婁
響
霊

　
の
期
需
、
存
績
し
た
か
、
成
は
ピ
の
程
度
正
確
に
履
行
せ
ら
れ
惚
か
ε
曇
ム
ζ
ε
は
絃
で
は
闘
鷹
で
は
塗
塾
。
唯
こ

　
の
鍵
塞
器
霧
管
し
雨
嬰
轟
す
嚢
一
葦
方
蒙
、
そ
の
時
代
巳
砦
蕊
て
嚢
謹
集
蓬

　
の
壱
し
て
、
甚
だ
繋
要
で
あ
る
曼
（
讐
一
）
後
代
畏
ψ
縛
期
k
亘
つ
て
、
特
定
の
且
つ
一
時
的
の
罠
的
の
蕊
に
設
琶
せ

ら
諺
霧
塵
の
婁
暑
髭
撃
歪
姦
不
可
馨
を
、
不
必
要
で
あ
る
が
、
形
式
の
闘
響
し
て
櫨
、

含
養
手
ら
纏
蓼
馨
毫
、
國
王
が
智
身
轟
苫
讐
書
懸
、
撃
蕊
薦
男
一
奮

會
タ
ぎ
暮
隻
琶
ぎ
‘
－
疑
．
に
響
な
い
の
で
あ
る
（
註
一
一
醐
）
倉
暴
蓋
、
髪
叢
薯

讐
養
窪
霧
各
欝
響
萎
省
箋
蓬
し
て
蒙
、
そ
れ
で
も
蓼
・
．
ユ
．
塩
↓
．
．
α
．
は
そ
の
公
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

　
　
　
　
　
　
憩
員
禽
款
轍
盤



　
　
　
　
　
　
む
ハ
タ
な
お
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ

鋤
官
名
ξ
護
、
．
霞
搾
§
き
3
婁
一
藝
き
§
§
の
幽
き
§
き
き
晦

謄

⇔
弓
．
暫
山
。
陣
昏
量
”
ロ
鼠
轡
脚
。
旨
・
．
．
で
蜜
、
ぎ
畳
・
婁
琶
・
最
千
八
夏
＋
九
誓
墨
薯
詮
墓
ぞ

　
れ
以
前
六
雀
の
饗
、
．
9
昌
量
乳
。
。
豊
一
9
罫
蕊
亀
で
あ
建
・

　
　
、
，
．
呈
は
器
藷
養
慧
疲
の
養
繍
塞
3
で
、
共
の
霧
筈
旨
墓
葵
逢
し
藷
募

る
が
、
し
か
譲
整
馨
叢
の
蓼
募
萎
員
警
最
す
ぺ
奪
の
で
占
叢
塞
馨
み
奮
る
・

内
盟
、
ち
之
で
あ
る
．
奮
鰯
の
隻
篇
智
書
で
碧
奪
書
藁
し
諜
英
餐
曾
し
て
の
内

閣
が
鱈
一
の
董
愈
黛
蓬
は
、
そ
れ
が
形
式
養
濠
霧
護
馨
暑
で
あ
歪
蓼
ず
・
纂
養
置

馨φ

一
奮
倉
蓉
奪
あ
る
．
＾
縫
四
）
蓬
正
驚
季
冨
蟹
馨
筆
警
蓼
叢
馨
董
會

　
で
あ
つ
て
、
多
欺
撒
の
領
袖
に
よ
つ
て
組
織
せ
ら
る
壕
非
公
式
な
が
ら
常
設
の
會
議
で
あ
4
。
（
融
蔦
）

，
炉
、
薯
部
の
中
蓼
な
す
内
閣
が
同
韓
産
肇
於
2
姦
馨
揺
奮
つ
｛
濃
書
れ
着
麗
藁

需
嬰
蕩
箋
禁
を
喬
舞
碧
．
養
養
盃
、
妻
響
薯
警
箋
詮
馨
を
髪

而
し
｛
の
議
髪
し
舌
る
の
が
翻
で
奮
巖
常
集
は
れ
舌
爵
禁
・
あ
薯
蕎
鷺
蕎

纂
慧
馨
の
纏
鍔
餐
差
し
て
2
の
募
る
．
…
畿
禽
霧
讐
養
の
は
訟
養
嬰

盤
嚢
警
し
あ
馨
の
誘
が
建
翻
に
毒
遜
倒
書
れ
唇
垂
姦
蕩
霧
る
・
摩
§



（優戯）

は
れ
る
や
う
に
、
フ
ラ
ソ
落
に
於
て
は
議
會
が
内
閣
を
曳
き
づ
互
、
英
國
に
於
て
肱
吋
閣
が
議
會
を
指
揮
す
る
、
極

帰
に
云
へ
ば
、
・
英
國
の
内
閣
政
治
は
肖
人
若
し
く
は
少
歎
人
士
の
醐
燈
の
凋
裁
政
治
で
あ
る
。
（
註
六
）
議
會
は
そ
の

立
法
権
を
行
使
す
る
こ
虞
を
停
止
し
、
全
く
共
の
職
務
を
内
閣
の
爲
に
放
棄
し
た
ピ
詳
せ
ら
る
、
の
は
尤
嘘
で
あ
蚤
。

か
》
る
内
閣
ε
云
ム
一
種
の
委
員
曾
に
よ
つ
て
立
法
軌
、
行
の
方
面
が
猫
裁
せ
ら
る
～
が
よ
ψ
か
“
或
は
米
合
衆
國
の

如
く
立
淡
は
隣
愈
内
部
の
各
種
僧
殼
委
員
會
に
よ
つ
て
細
密
に
検
討
審
査
せ
ら
る
、
方
が
よ
焼
か
、
は
暫
ら
く
際
題

外
ピ
し
て
、
さ
て
、
英
國
に
於
て
は
こ
の
結
果
ξ
し
て
、
内
閣
の
負
旛
逡
重
ξ
云
ふ
問
題
を
生
じ
尊
之
死
驚
9
て
、

権
限
”
の
移
管
驚
く
o
冒
匡
0
5
並
に
委
任
立
法
＾
一
〇
一
〇
の
暮
＆
『
職
脇
財
講
o
昌
　
の
漉
行
ε
云
ム
雛
〃
害
を
生
じ
？
」
議
會
の
側
“
媒

於
て
は
法
案
の
審
議
不
充
分
及
び
威
巌
低
下
ピ
云
ム
面
臼
か
ら
ぬ
現
象
渉
趨
る
の
は
巳
む
を
得
な
い
夕
そ
ζ
で
露
涛

府
ε
し
て
の
議
會
の
本
奈
の
厩
責
を
取
戻
し
監
督
槻
關
ε
し
て
の
威
嚴
を
壇
進
せ
ん
ざ
す
る
問
題
溝
趨
つ
て
奈
る
心

鼓
k
於
て
誰
し
竜
惣
起
す
る
⑳
は
常
設
委
員
會
の
活
用
ε
云
ム
事
で
あ
る
。
蓋
し
議
會
の
無
臨
を
防
ぎ
法
案
に
封
し

て
充
分
な
る
肘
論
を
加
へ
周
時
に
薩
員
k
封
し
て
活
動
の
範
園
を
拓
く
方
法
ε
し
て
は
常
設
委
員
會
の
活
朗
に
最
竜

期
待
し
得
る
露
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
鮭
一
）
響
蟹
窪
ぎ
0
2
§
5
身
ξ
9
ヨ
碁
釜
葺
野
塾
葺
解
響
饗
㌣
量
ぎ
箋
二
逞
も
一
ま
鯵
照

　
　
（
髄
騨
二
）
　
鱒
国
o
留
8
F
凶
寓
議
遭
響
μ
担
～
3
照
㎜

　
　
　
　
　
曇
澱
禽
敏
誰
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卿
一
”



　
　
　
　
　
　
餐
篤
曹
震
油
豫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
昌

ン雛
　
　
（
垂
一
一
）
翼
騨
魯
3
■
罫
且
o
餐
o
臨
身
o
。
鼠
藷
β
遣
。
評
算
3
馨
照

（　
　
　
（
賎
四
）
≦
・
認
ぎ
礎
．
亭
o
胴
諺
勉
多
Q
o
民
ε
塩
9
ご
窪
o
a
G
謡
脚
譜
鑑
曙
憎
擁
曽
℃
・
μ
ド
蓼
照

　
　
　
（
盤
霊
）
鮮
箋
斜
日
ぎ
Φ
り
嚢
仲
9
国
5
厄
聾
鳥
く
9
一
。
噂
．
蟄
・
滲
照

　
　
　
（
髄
六
）
9
廼
鉾
’
妄
き
幅
伽
0
8
急
a
臨
8
噛
o
躍
馨
縛
9
彗
鳶
g
義
9
9
9
婁
切
ユ
警
｝
噂
．
謡
。
麟
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
英
國
の
隣
會
に
於
け
る
特
別
委
員
曾
Oo
。
一
8
け
9
ヨ
鼠
誉
霧
の
起
源
は
千
置
百
七
十
剛
隼
串
ジ
ザ
ペ
ス
女
王
の
第

　
三
議
會
k
あ
る
ε
曇
は
れ
て
ゐ
る
。
（
蝕
哺
）
之
等
の
委
員
會
は
問
題
の
起
る
毎
に
聯
別
に
任
命
せ
ら
れ
、
そ
の
麟
務

　
の
絡
了
ε
ピ
も
に
解
散
し
た
も
の
で
あ
つ
だ
。
か
く
の
動
く
問
題
を
委
員
會
に
骨
髄
す
る
慣
行
が
歪
規
k
探
用
せ
ら

　
れ
｛
か
ら
は
、
委
員
會
は
教
第
に
そ
の
規
模
を
増
大
せ
ん
ε
す
る
傾
向
が
あ
つ
泥
。
扁
方
k
於
て
三
人
よ
多
十
霊
人

　
迄
の
騰
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
在
來
の
小
委
員
會
が
依
然
ε
し
て
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
泥
が
、
髄
方
、
特
鑓
に
璽
大
な
る

　
周
題
は
趾
人
か
ら
四
十
人
迄
の
隣
員
を
以
て
構
成
す
る
大
規
模
の
委
員
會
に
付
託
せ
ら
る
、
や
う
k
な
つ
た
。
次
い

　
で
と
の
太
委
員
會
は
漸
弐
、
常
設
婆
員
食
の
寅
＆
幽
轟
9
ヨ
且
菖
6
0
に
機
展
し
、
宗
敦
問
題
蕨
情
講
願
動
議
に
闘
す

　
δ
闘
題
の
如
き
特
別
亭
務
に
罵
す
る
問
題
は
之
の
委
員
會
に
付
託
し
て
審
議
せ
し
む
る
こ
蜜
に
な
つ
た
。
之
馨
砂
委

　
員
會
が
後
世
の
蚕
院
委
員
會
O
o
β
民
密
・
o
マ
富
蓼
o
冨
鵠
o
暑
に
移
推
し
た
の
は
贈
部
は
委
員
以
外
の
議
員
k

　
も
投
票
纏
は
輿
へ
な
ψ
が
、
・
委
員
會
に
出
庸
す
る
こ
ε
だ
け
は
之
を
許
可
す
る
に
竈
つ
ね
こ
蜜
k
躍
せ
し
め
ら
れ
｛



鷺
嘩
あ
餐
澆
養
富
蓑
饗
の
轟
暑
し
蓋
る
も
の
喜
裏
蓋
る
．
（
融
、
一
）
毒
養

葛
饗
3
嚢
巽
の
講
姦
べ
る
謹
な
馨
、
養
暴
奄
馨
奮
會
箕
の
勢
蓄
會
ぜ
等

じ
ぐ
相
醤
古
塾
簿
続
を
持
つ
て
ゐ
る
≧
蜜
鷲
け
は
以
上
で
頭
か
で
あ
ら
う
。

表
爬
馨
奮
鵠
虜
竪
葛
筆
つ
姦
響
箋
す
差
、
巳
旱
毒
舅
塞
簑
廉
民
駿

葛
塾
釜
薯
ん
で
嚢
肇
は
．
千
舎
一
手
二
毎
．
－
レ
ふ
巷
餐
奥
発
霧
婁
奮
黛

て
2
叉
整
）
癖
く
て
・
千
八
釜
＋
翠
髭
、
肇
嚢
鮨
す
る
霊
の
嚢
が
醤
慧
れ
、
劣
く

の
蓬
が
萎
蚕
舌
発
黎
、
実
真
夫
髭
弩
三
3
霞
奮
象
駿
慧
楚
や
轟

塗
つ
舞
。
・
然
れ
ど
噛
之
れ
の
み
で
は
問
題
を
解
決
す
る
に
至
ら
ず
、
毬
に
千
九
百
〇
七
卑
、
頑
強
な
る
反
響
を
押
し

切
つ
て
大
規
検
な
手
籔
改
鐙
が
噺
行
せ
ら
れ
海
。
ヒ
の
改
並
に
よ
つ
て
、
ス
3
ツ
》
ラ
ソ
事
委
員
會
を
含
む
四
つ
の

震
養
象
誕
慧
れ
畏
糞
を
除
－
す
べ
て
の
肇
塘
二
馨
の
讐
馨
婁
暑
舞
辱
象

、
妻
な
つ
餐
髭
舞
饗
撃
釜
覆
る
位
置
警
学
嚢
護
奮
覇
霧
奪
象
黎
歪

規
豊
撃
響
し
垂
饗
欝
ξ
嚢
窪
甚
あ
時
奪
で
砦
．
あ
董
會
婆
．
ツ
当
誓

委
員
愈
を
除
い
て
は
皆
、
ア
〆
フ
ァ
ペ
ツ
ト
順
に
そ
齢
ゐ
～
A
B
C
委
員
會
ε
云
ム
暫
定
酌
名
総
を
冠
せ
ら
れ
．
そ

の
鑓
揖
は
六
十
人
よ
◎
八
十
人
ま
で
嘘
規
定
せ
ら
れ
髭
。
更
艦
千
九
百
十
九
年
、
時
勢
の
要
求
は
再
び
手
綾
の
改
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餐
僻

　
　
　
　
　
讐
昂
奮
畿
漕
論



c罰め

　
　
　
　
薮
“
澱
禽
鷺
漕
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
幽

管
必
要
ε
し
（
跳
四
）
常
設
委
飼
食
の
敷
は
四
つ
よ
壷
六
つ
に
堆
加
せ
ら
れ
そ
の
定
員
歎
を
四
学
入
よ
釦
六
十
人
設
で

緯
汝
し
セ
6
興
の
後
、
千
九
官
二
十
六
卑
に
．
三
度
ぴ
改
並
し
で
委
員
愈
歎
を
一
つ
滅
ら
し
て
五
つ
ε
な
し
、
典
の
定

禦
敷
を
藩
人
．
蓄
ゆ
竃
十
人
嚢
ヤ
睦
低
下
し
彪
。
今
日
k
於
け
る
各
種
委
員
倉
あ
形
式
は
蚕
院
委
員
會
、
常
設
委
員
會
、

特
瑚
婆
鏑
窟
、
衛
院
委
戯
禽
（
上
院
の
特
別
委
員
會
嘘
下
院
の
特
別
委
員
會
の
協
議
委
員
會
）
．
及
び
個
人
法
案
委
員

祷
璽
あ
藩
ρ

顎
突
國
牝
．
餐
瞳
る
立
法
委
賢
曾
は
フ
ラ
レ
逸
や
ア
メ
リ
》
の
委
員
會
ε
は
全
く
其
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

衆
佛
簿
口
め
委
員
會
制
度
の
墓
礎
は
立
法
の
全
都
門
を
明
確
な
る
各
範
疇
k
躍
分
し
↓
そ
の
馴
個
の
一
範
疇
を
そ
れ

惚
絵
薯
サ
必
澗
個
㊨
輔
慶
岬
設
萎
員
禽
盆
割
嘗
．
て
葛
喰
あ
る
の
で
あ
る
。
桑
國
下
院
は
四
十
二
の
一
常
殺
委
員
會
を
有
し
、

蛋
委
員
會
嫁
瑚
個
k
し
て
特
鋼
な
る
目
的
を
有
す
お
。
ク
ラ
マ
ス
に
於
け
る
常
設
委
員
會
は
政
府
の
各
部
門
の
分
野

に
相
盤
も
、
、
興
の
月
的
は
翠
に
立
法
k
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
行
政
の
監
督
に
あ
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
制
度
は
英
國

下
院
の
垂
然
知
ら
ざ
る
逡
≧
ろ
で
あ
る
。
最
近
に
至
乃
ま
ぞ
の
二
百
年
問
に
亘
つ
｛
英
國
に
於
け
る
典
型
的
の
畿
愈

委
員
管
ほ
賓
に
憂
擁
委
員
會
で
あ
つ
弛
ρ
量
院
委
員
會
は
英
國
議
會
り
一
大
特
色
で
あ
つ
て
、
議
長
ε
委
員
畏
ε
の

和
趣
Φ
・
並
ぴ
k
綾
峯
規
期
k
關
す
る
多
少
の
相
遽
を
除
け
ぱ
本
會
議
ε
殆
ん
ど
異
る
露
は
な
い
。
故
に
興
の
形
式
及

6
名
繋
は
委
員
曾
で
あ
つ
て
噛
、
そ
の
賞
質
は
委
員
會
で
は
な
い
。



㈲
…
鱗
茎
叢
費
宮
墜
の
昌
は
分
餐
よ
つ
藷
諺
碁
叢
驚
手
歪
を
の
霧
つ
て
恰
墨

院
委
員
會
の
縮
圓
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
7
ラ
ソ
ス
や
米
國
の
常
設
委
員
會
の
如
く
濁
自
の
活
動
や
奪
門
的
活
動
を

期
待
せ
ら
れ
把
も
の
で
は
な
ψ
。
散
に
共
の
委
員
も
屡
々
交
替
し
て
な
る
べ
く
重
任
を
蓬
け
、
法
案
の
審
壷
尉
論
に

つ
い
て
も
寡
門
化
す
る
の
を
簾
つ
て
丁
度
、
全
院
に
於
て
問
題
を
庭
理
す
る
ε
同
じ
や
う
な
方
法
で
虜
理
す
る
の
で

あ
る
。
　
（
但
し
ス
3
獣
ト
ラ
ソ
ド
委
員
會
は
例
外
で
あ
る
）

　
特
別
委
員
會
は
畿
倉
の
負
澹
を
救
涛
せ
ん
ピ
す
る
施
設
で
は
な
く
蚕
院
の
事
務
ピ
し
て
は
不
適
當
な
ゆ
ε
愚
は
れ

る
事
務
を
履
行
す
る
機
關
で
あ
る
。
．
精
密
な
る
調
査
を
要
す
る
問
題
ε
か
、
全
院
の
審
議
に
向
か
な
ψ
問
題
ε
か
或

は
除
歩
政
治
的
關
心
を
惹
が
ざ
る
問
題
は
之
を
特
別
委
員
會
に
付
託
す
る
。
し
か
し
乍
ら
或
る
特
殊
な
法
案
が
特
溺

委
員
舎
k
付
託
せ
ら
れ
て
も
、
共
の
本
徳
の
目
的
は
之
に
よ
つ
て
本
會
議
k
於
け
る
討
論
の
代
矯
を
激
き
ん
ε
す
る

の
で
は
な
“
の
で
あ
る
。
設
乾
慣
棚
疑
徴
し
て
見
て
も
特
別
委
員
は
議
事
手
績
の
上
に
於
て
何
等
事
實
上
の
省
略
の
細

役
を
な
し
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
特
別
委
員
會
に
よ
つ
て
報
皆
せ
ら
れ
セ
る
法
案
は
常
設
委
員
會
或
は
塗
院
委
員

愈
k
團
附
せ
ら
れ
轟
び
審
議
尉
論
を
受
け
る
の
で
あ
つ
て
、
乙
の
鐵
、
恰
も
特
別
委
員
會
が
任
命
せ
ら
れ
な
か
つ
た

か
の
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
践
孟
）

　
艶
崇
、
糞
圓
に
於
て
は
重
要
な
る
法
案
の
蓮
命
を
決
す
る
の
は
本
會
議
に
於
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
≧
の
瀦

　
　
　
　
繋
a
曾
敦
繋
縮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祠
蕊
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憶
《

に
舞
て
委
貴
會
の
重
要
性
な
δ
も
の
は
強
歪
乏
し
い
・
零
云
は
な
く
て
は
な
ら
職
。
ヒ
の
理
由
の
噌
つ
は
英
掴
幾
曾
の

算
続
で
あ
9
て
、
乎
八
首
五
十
四
年
以
來
、
常
設
委
員
會
設
置
の
諸
提
案
が
頻
ゆ
に
提
出
せ
ら
顧
た
の
に
拘
ら
ず
仲

象

探
課
せ
ら
れ
な
か
り
た
こ
ξ
や
常
に
非
常
な
反
封
を
伸
つ
た
こ
ε
を
見
て
噛
分
か
る
の
で
あ
る
。
．
蜜
た
二
つ
k
嫁

暴
奪
遠
べ
陀
る
通
ゆ
英
國
の
内
閣
制
度
の
下
に
あ
つ
て
は
、
立
法
に
於
け
る
指
導
権
を
政
府
が
掌
握
し
て
ゐ
る
爲
に

委
員
會
の
積
極
的
活
動
を
必
嬰
ε
し
な
｝
鶴
で
あ
る
。

　
《
揺
“
）
P
輿
罫
Ω
霞
嵐
β
讐
曾
一
鼻
3
臨
鑑
畠
8
昏
o
評
g
践
葛
o
o
＝
ぎ
議
o
鰭
o
楠
9
聾
o
β
遙
諺
．
轡
8
鼻
照

　
（
薩
二
V
罰
舞
，
博
蓼
照

　
（
彗
昌
）
驚
罫
。
窪
薯
鼻
巴
ε
盆
9
欝
一
誤
馨
ぎ
§
晩
o
影
δ
魯
g
欝
蒼
魯
翠
弓
夢
謹
鼠
ン
昏
ε
昌
壽
コ
o
鴨
＝
ぎ
蕗
騨

　
　
2
西
葺
．
．
鑑
蕊
ぎ
芦
開
ぎ
び
↓
ぎ
季
3
藁
．
且
慰
§
島
8
0
｛
罵
包
爵
O
裳
§
ぢ
葺
～
熔
U
辞
く
o
酬
●
鍔
暫
o。
編
。

　
轟
駐
西
》
箋
・
毒
・
函
箋
9
暫
苛
．
3
卜
渕
撃
》
冒
ぎ
蓋
g
薗
8
8
昏
。
型
3
ぎ
o
翰
0
9
g
藩
婁
“
熔
鉾
署
．
健
評
婆
●
爆
照

　
奏
聾
霞
）
　
戸
ぎ
毒
匹
欄
讐
ぎ
O
o
馨
舞
の
9
野
範
錫
↑
o
喝
・
身
・
〈
o
一
辱
図
．
り
．
駅
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
7
，
ソ
ス
k
於
る
委
員
會
制
度
の
趨
源
は
革
命
時
代
に
あ
る
。
巳
に
奮
制
度
の
三
部
會
犀
舞
鞄
。
Ω
讐
鋤
欝
騰
に
於

軍
裾
名
士
會
．
■
凄
蓉
嘗
曾
階
綿
乞
9
号
謬
に
於
て
も
所
謂
る
各
部
蘭
琶
＄
琵
に
分
ら
れ
て
豫
あ
周
題
を
審
畿
し
、

舗
る
機
駕
鶏
曾
を
淵
ψ
た
噛
の
で
あ
つ
セ
が
、
（
機
繭
）
甥
確
k
委
員
會
O
o
鼠
幕
な
着
も
の
を
設
立
し
だ
の
櫨
實
蹴



磯）

窟
法
・
制
定
議
奮
“
轟
魯
昆
瞳
聾
寄
で
あ
つ
驚
。
、
千
七
百
八
十
九
年
六
月
十
九
鷺
、
、
即
ち
成
立
後
、
，
僅
に
．
轟
騰
に
し
て
憲
ー

漁
傷
惣
磯
禽
は
四
個
の
委
員
愈
9
鼠
静
脅
嘗
塁
箪
を
設
置
し
だ
の
が
之
で
あ
蚤
（
整
5
次
ψ
で
省
穫
の
委
員
會

が
黛
騰
せ
ら
れ
途
k
共
の
歎
三
十
一
の
多
き
拡
及
ん
楚
。
．
し
か
譜
其
の
活
動
範
園
は
猫
夢
立
法
の
み
に
止
ら
ず
、
，
行

険
．
及
ぴ
幽
般
政
治
に
闘
す
る
全
蘭
題
に
、
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
之
等
の
萎
頁
曾
は
常
設
委
蟹
會
で
あ
つ
て
、
憲
法
翻
定

議
會
k
は
鱒
別
委
員
食
は
な
か
つ
だ
。
い
讐
尋

’
弐
い
で
戊
立
せ
る
立
法
議
會
》
。
。
器
薄
窪
曾
ピ
禽
琶
銭
蓋
は
千
七
百
九
十
一
年
、
二
十
軸
の
常
設
委
員
會
を
設
立

し
各
部
客
◎
指
名
せ
ら
れ
た
議
員
を
以
て
之
忙
當
て
各
委
員
會
は
或
は
十
二
人
、
・
或
は
二
十
四
λ
、
薦
は
囚
噸
八
あ

の
委
貴
を
以
て
組
編
せ
ら
れ
た
。

，
r
圓
民
畿
禽
9
需
匙
8
昌
櫨
千
七
百
九
十
二
年
九
丹
二
十
七
日
の
命
令
を
以
て
立
法
議
會
の
設
搬
せ
る
各
覆
婁
員

食
を
叢
⑳
儘
、
保
存
す
る
≧
ζ
に
定
め
セ
が
、
澗
に
軍
峯
委
員
會
O
o
ヨ
ま
身
讐
霞
話
を
設
け
翼
龍
製
鶴
∴
趨
噌

日
に
匿
齢
壽
餓
會
9
邑
審
、
倉
島
冬
麗
鳳
隷
乾
o
を
設
け
四
月
七
β
鷺
は
公
蜜
委
員
會
6
0
曼
擢
魯
籔
弼
碁
づ
艮
義
員

演
設
富
せ
ら
れ
た
。
サ
ビ
ス
ぜ
参
〆
の
潅
落
後
、
委
員
曾
魍
緩
の
改
逡
が
行
櫨
れ
て
、
婁
員
會
の
懲
激
櫨
†
六
ざ
奪

つ
ね
が
、
是
等
の
委
員
會
の
特
徽
は
こ
れ
が
翠
に
立
法
の
準
備
を
な
し
た
嶺
に
存
す
る
の
で
は
覆
く
蜜
に
政
漕
葡
権

ヵ
を
毒
し
た
こ
ピ
槌
あ
る
の
で
あ
δ
。
摺
ち
之
等
の
委
員
會
鳳
政
治
の
髭
癬
を
雀
し
髭
の
で
ぱ
馨
《
つ
て
、
自
疹
直

　
　
　
　
蓋
2
霜
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讐



　
　
　
　
　
　
猶
貰
管
靴
穂
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
《

勧
饗
霧
霧
に
霧
窃
馨
6
．
霊
鍍
、
藩
勢
塞
塞
器
》
惑
之
ε
警
塞
蕃
。
．
β
葱

　
　
“
典
縦
§
＄
讐
継
蓮
一
ダ
嘘
の
み
磁
馬
し
驚
も
の
ピ
謡
徹
醤
れ
て
ゐ
る
け
れ
ご
も
、
叢
實
は
沓
婁
輿
會
が
恰
篭
各
宥
の

　
　
勤
澱
行
動
移
彪
の
で
あ
り
で
．
東
≧
れ
を
主
宰
す
蚤
地
穂
起
あ
つ
セ
の
が
公
安
婆
員
曾
で
あ
つ
泥
k
遇
ぎ
な
炉
。

　
　
鎖
漏
髭
讃
登
の
殴
治
は
、
、
、
2
う
旗
ぐ
纏
¶
力
混
交
の
政
治
｝
鴫
あ
り
て
唱
，
議
會
が
7
委
員
禽
ぜ
韓
ふ
機
闘
を
鑑
じ
て
爵
ら
籔
”

　
　
肴
穫
蓼
静
麓
し
髭
も
の
噂
あ
つ
π
，
之
れ
に
反
し
て
典
和
第
三
年
（
千
七
貰
九
十
孟
年
）
の
憲
法
麟
穂
力
分
立
の
墓
磁

　
　
の
あ
嶺
継
裁
政
沿
、
O
岸
9
ε
ぎ
を
設
立
，
も
殉
第
六
ナ
七
傑
に
於
ヤ
並
式
k
常
設
婆
員
愈
の
殺
鷺
を
禁
鵡
・
L
て
莚
つ
驚
。

　
　
襟
の
後
幸
愚
八
襟
，
四
肇
裁
．
華
の
憲
法
制
定
議
會
に
於
て
再
び
常
設
委
員
會
設
置
の
閥
題
が
起
つ
駕
が
、
興
和
第
三
年

　
　
憲
浅
欝
六
肇
麿
礫
謄
志
ゆ
で
禁
止
せ
参
れ
恕
以
來
は
特
励
委
員
會
制
度
が
フ
多
γ
〆
畿
院
法
、
φ
原
則
メ
な
っ
控
の
噌

　
　
あ
る
．

　
　
誕
へ
盤
設
委
賛
曾
掬
度
を
俳
斥
し
て
特
別
萎
員
會
制
度
を
探
用
し
驚
の
は
、
常
設
委
員
會
が
不
欝
の
権
力
を
獲
得
す
る

　
　
挺
至
る
之
轡
オ
，
殴
府
の
権
限
を
盤
食
し
そ
の
活
動
の
廊
由
を
侵
干
す
る
に
至
る
の
を
避
け
ん
圏
し
セ
爲
で
あ
お
が
、

　
　
嚢
驚
同
鱒
k
曾
で
憲
・
瀕
制
定
議
會
や
顧
民
議
會
の
委
員
會
が
行
つ
泥
暴
虐
政
治
に
懲
，
て
之
に
錨
還
す
る
を
怖
ね
詑

　
　
”
燭
聾
・
翫
の
る
．
（
践
棚
）

　
　
箏
慈
ヒ
あ
が
特
別
委
飼
愈
制
度
は
宮
π
鴨
，
そ
の
活
動
の
無
能
な
る
成
臓
緩
漫
な
る
≧
ε
竃
、
相
盆
飛
．
聯
繋
あ
る
法
案



（拗

が
各
々
別
個
の
特
励
委
員
會
k
付
詑
せ
ら
る
る
結
果
、
事
務
に
統
制
な
《
2
花
時
聞
ε
勢
力
の
窒
受
を
招
楽
す
番
ε

云
ム
理
由
か
ら
し
て
頻
k
批
難
さ
れ
塗
に
千
九
百
〇
二
年
に
至
つ
て
議
會
は
常
設
委
員
會
設
置
の
決
議
を
な
し
噛
常

設
婁
員
會
制
度
は
議
院
規
則
に
．
捕
入
せ
ら
れ
て
、
鼓
k
議
會
は
之
の
規
則
k
よ
つ
て
定
め
ら
、
筋
た
る
委
員
禽
を
設
量

す
る
義
務
を
負
ふ
こ
冠
に
塗
つ
陀
。
鼓
に
於
て
ナ
六
の
奮
設
委
員
倉
が
設
立
せ
ら
れ
全
て
の
議
員
は
之
の
†
六
の
常

蔑
委
員
愈
k
割
當
て
ら
れ
鴨
如
何
な
る
議
員
噂
森
．
窮
驚
豊
も
・
一
の
委
員
會
に
議
席
を
有
す
る
こ
ピ
が
保
障
ぜ
ち
れ
．
泥
。

総
¢
の
冊
題
榛
之
等
の
委
員
會
に
分
憺
せ
ら
る
る
様
に
な
う
叉
、
委
員
は
各
部
・
ぎ
鳶
釦
舞
に
ま
つ
て
指
名
せ
ら
軸
．

そ
の
儒
期
ぱ
議
愈
の
任
期
ピ
同
一
建
規
定
せ
ら
れ
た
Q
典
後
階
千
九
百
十
年
k
至
つ
て
委
員
詮
衡
の
方
法
を
改
正
し

て
即
ち
從
楽
の
協
暴
髪
■
k
よ
墨
指
名
方
法
を
更
め
て
、
？
各
政
窯
別
k
夷
の
政
窯
の
勢
力
を
姥
例
駒
に
代
表
す
る
方

縁
を
探
用
し
．
千
九
百
十
四
年
に
は
常
設
委
員
會
の
歎
を
十
六
よ
う
十
八
に
増
加
し
翌
十
霊
年
k
は
ヌ
、
凶
つ
を
櫓

し
て
線
鋏
十
鬼
嘘
な
し
実
の
任
期
を
一
年
間
龍
縮
少
し
彪
。
6
越
へ
て
千
九
百
二
十
年
の
改
韮
は
各
委
員
會
の
分
類
及

螺
名
総
k
愛
更
を
加
へ
其
の
撤
を
二
十
ピ
し
、
ま
た
輔
人
の
議
員
が
二
個
以
上
¢
委
員
愈
k
議
席
を
有
す
る
ヒ
ぜ
を

禁
歪
じ
鷲
。
、
最
後
に
千
九
首
三
十
二
年
k
至
つ
て
常
設
委
員
會
制
度
に
改
毘
を
撫
へ
．
議
院
規
則
k
潔
つ
て
當
然
設
立

ぜ
ち
る
、
大
奮
設
委
員
會
ピ
勺
議
合
に
よ
る
個
々
の
決
議
k
よ
つ
て
設
置
せ
ら
れ
共
の
決
議
に
よ
つ
で
定
め
ち
れ
る

期
閥
馨
任
期
ε
す
る
小
常
段
委
員
禽
ε
の
二
種
を
規
定
し
た
。

　
　
　
　
婁
嚢
愈
農
恰
陰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
轟
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、
換
黄
轡
疲
塗
贋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
普
O

　
魏
在
の
、
大
常
設
委
員
會
の
輔
般
的
性
質
は
、
議
院
規
則
に
よ
つ
て
當
然
設
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
議
院
規
則
を

愛
改
す
る
に
非
れ
ぱ
之
を
麿
止
す
る
を
得
な
い
の
ε
、
、
議
員
は
全
部
、
委
員
會
に
振
う
分
け
ら
れ
、
必
ず
一
婁
員
會

喰
磯
席
を
有
学
る
が
（
議
員
が
委
員
會
に
議
庸
を
捲
た
な
ψ
の
は
全
く
一
時
的
な
現
象
に
限
ら
れ
て
ぬ
る
。
例
へ
ぱ
僻

職
し
彪
宅
の
大
臣
の
効
き
揚
合
が
之
れ
で
あ
る
）
設
た
同
時
に
二
つ
以
上
の
委
頁
食
の
委
員
た
る
こ
ピ
を
得
な
馳
の

霊
、
奮
設
委
員
會
は
興
の
任
期
を
、
輔
年
嘘
し
、
毎
年
更
新
せ
ら
る
る
こ
ε
で
あ
る
。
熊
し
乍
ら
萎
員
の
重
任
を
邪
綬

ず
、
冥
賞
際
k
於
｛
重
任
す
る
場
合
が
多
ψ
の
で
あ
る
。

　
プ
夢
》
壌
下
院
に
於
お
犬
常
設
委
員
會
は
教
ぎ
の
通
夕
で
あ
，
、
そ
の
内
、
財
政
婆
員
禽
は
特
に
露
要
な
る
に
つ

蟻
や
委
餓
欺
を
霊
十
竃
人
電
し
其
の
他
の
委
員
會
は
四
十
四
人
の
委
員
を
以
て
組
緩
す
る
。

　
（
｝
）
↓
艘
得
政
委
員
會
（
二
）
外
爽
委
員
會
（
三
）
舵
塞
委
員
愈
（
四
）
農
業
委
員
會
（
孟
）
ア
ル
ゼ
リ
ヤ
．
植
民
地
・
保
護

旗
委
員
禽
（
索
）
ア
〃
，
ス
・
◎
｝
レ
愚
ヌ
委
員
愈
（
七
）
陸
軍
委
員
會
み
八
）
保
陰
及
魅
禽
施
設
委
艮
會
（
九
）
商
工
桑
委

貴
舎
幽
ナ
）
決
算
委
員
曾
（
予
一
）
關
税
及
通
商
條
約
萎
員
會
（
十
二
）
教
育
美
術
委
員
會
（
十
三
）
財
孜
婁
員
會
（
十
四
）
癒

生
婁
員
舎
（
十
菰
）
民
亭
鋼
審
立
洪
委
員
會
、
（
十
六
）
商
鷲
委
員
會
（
十
七
）
海
軍
委
員
禽
（
十
八
）
鑛
業
及
動
力
委
員
愈

（
十
轟
）
鹸
僧
委
員
會
（
二
十
）
工
部
及
交
通
萎
員
會

　
委
員
愈
楼
議
貴
の
補
助
漉
開
で
あ
堂
、
而
し
て
議
院
の
使
命
は
立
浅
ε
及
府
起
封
す
る
監
轡
蜜
豫
算
の
議
決
に
あ



｛燭め

る
か
ち
．
岬
饗
員
曾
の
椴
能
も
當
然
乙
の
三
つ
に
分
類
せ
ら
れ
る
課
そ
あ
つ
て
、
委
員
愈
は
議
院
の
下
k
あ
つ
て
之
等

の
職
務
を
分
掬
す
る
鐸
で
め
る
が
、
恰
も
英
國
の
内
閣
が
議
會
を
代
表
し
て
議
會
の
下
k
於
て
活
動
す
る
の
が
本
來

φ
蒋
來
で
あ
る
の
に
却
つ
て
内
閣
が
儀
會
の
上
に
位
し
議
會
を
指
揮
す
る
の
電
同
じ
や
う
k
、
フ
ラ
ソ
ス
の
婆
員
愈

噛
磯
院
を
離
れ
て
狸
自
の
行
動
を
探
◎
婁
ろ
畿
院
を
指
導
す
る
立
場
k
立
つ
ヒ
ε
が
多
い
の
で
あ
る
。
之
れ
ボ
ァ
ソ

カ
レ
蓼
し
て
7
，
ソ
ス
に
は
上
院
下
院
の
外
に
更
に
．
一
の
議
院
が
あ
る
ε
嘆
ぜ
し
め
た
所
以
で
あ
る
。
（
陛
竃
）

　
フ
ン
》
轟
に
於
て
癒
ア
メ
リ
，
カ
に
於
る
が
如
く
、
法
案
の
審
議
修
距
は
事
實
上
に
於
て
、
之
等
の
萎
員
會
k
於
て

な
番
れ
δ
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ソ
ス
に
於
て
は
委
員
會
に
於
る
政
府
電
の
接
渉
が
遙
に
直
接
頻
繁
に
行
は
れ
る
の
ε

所管法案ε

本
愈
畿
k
上
糧
す
る
に
際
し
て
委
員
會
が
其
の
委
員
長
も
し
く
は
報
告
者
を
遽
じ
て
致
府
建
相
艶
ん
で

指
準
的
地
位
に
立
つ
こ
ど
は
、
或
る
意
味
に
於
て
、
フ
ラ
ソ
メ
の
委
艮
．
會
を
し
て
ア
メ
リ
カ
の
委
艮
會
よ
蚤
庵
更
に

重
大
な
る
役
割
を
濱
ぜ
し
め
て
ぬ
る
ε
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
藁
に
フ
ラ
ソ
落
の
委
員
禽
制
度
の
一
の
特
色
は
報
告
考
轟
電
o
§
畦
で
あ
る
4
各
委
員
會
は
そ
の
役
員
ε
し
て
委

員
畏
、
．
副
委
員
畏
及
ぴ
若
干
の
書
記
を
有
し
て
ぬ
て
、
外
部
k
封
し
て
委
員
會
を
代
表
す
る
嵐
の
は
委
員
長
で
あ
る

が
、
委
員
禽
内
部
の
峯
務
、
即
ち
決
案
の
審
議
修
正
報
告
等
の
委
員
會
本
凛
の
駿
務
を
主
宰
す
る
も
の
は
實
に
之
の

報
轡
著
で
あ
る
。
爾
し
て
委
員
會
の
報
告
は
報
告
着
の
名
に
於
て
な
さ
れ
る
。
故
に
委
員
會
の
報
告
者
た
る
地
難
は

　
　
　
　
雛
員
壷
“
暁
油
魯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呂
一



ζ2腸，

　
　
　
　
嚇
璽
『
響
敏
覗
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
昌

塾
雷
ハ
畏
蜜
同
．
馨
イ
漉
絃
そ
れ
以
上
に
豊
要
な
趣
位
で
あ
つ
て
、
プ
，
ア
ソ
の
如
き
は
曾
て
の
政
敏
分
離
問
題
に
麗
す

る
報
警
を
以
．
で
噛
躍
「
政
界
に
資
出
じ
途
k
後
隼
の
蓮
命
を
開
拓
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
立
法
に
於
る
常
設
委
員
會
の
露
纂
性
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
の
傾
向
に
於
て
、
最
も
世
人
の
滋
親
を
惹

い
嘘
ゐ
る
の
は
委
員
禽
に
凄
つ
て
行
は
る
る
政
府
の
盈
督
で
あ
る
η
．
抽
む
、
’
議
會
制
度
に
關
す
る
奮
來
の
理
論
に
於

嘘
ぽ
政
府
を
監
督
ず
着
の
は
議
會
に
よ
惹
の
噂
あ
つ
て
、
・
し
か
も
議
會
の
み
に
よ
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
ε
寒
れ
て

な
牽
喰
然
磐
ぢ
賞
駅
は
甚
し
ぐ
之
ε
相
遮
し
鷺
む
る
の
で
あ
る
。
形
式
論
ε
し
で
は
、
婁
員
會
は
縫
會
の
補
助
機
關

憾
あ
み
演
ら
“
政
府
の
藍
督
に
つ
炉
て
も
翠
駕
議
會
の
助
手
た
る
役
目
を
努
め
れ
ば
充
分
な
の
で
あ
る
が
、
實
駅
k

あ
ウ
善
憧
事
ろ
委
最
會
が
謎
會
に
代
つ
．
堀
霊
督
権
を
行
使
し
て
む
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
（
些
ハ
）

　
萎
員
會
に
薯
る
欲
府
の
髭
督
は
そ
の
常
設
的
な
る
ビ
こ
ろ
よ
湊
出
覆
し
て
ゐ
る
．
遇
古
の
特
別
委
員
會
に
あ
づ
て

は
p
、
特
定
の
法
案
を
審
議
報
皆
ず
る
之
皆
忙
共
の
目
的
が
限
定
せ
ら
れ
、
し
か
も
其
の
任
務
の
維
了
ε
置
も
に
解
散

し
だ
の
で
あ
轟
か
ぢ
漁
政
府
を
盈
督
す
み
、
事
は
不
可
能
で
あ
つ
だ
四
之
に
反
し
て
今
日
の
常
設
委
員
會
な
る
噛
の
は

蜜
槌
換
鑑
k
先
立
つ
癒
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ヂ
常
設
委
員
會
せ
政
府
の
各
省
建
の
奉
行
は
完
全
な
竜
の
で
は
塗

い
蘇
麿
實
際
騰
於
て
は
各
委
員
會
は
ぞ
れ
に
相
當
ホ
る
洛
省
を
自
己
の
澹
當
匙
心
得
て
ゐ
都
の
で
あ
る
。
委
員
會
に

ど
a
轍
府
墜
督
⑳
方
漢
は
種
々
あ
る
が
，
或
楼
委
員
會
は
決
議
を
な
し
て
．
礒
會
を
動
か
し
、
も
し
ぐ
は
直
接
に
輿



（駒

陰
k
訴
へ
て
大
臣
の
行
動
を
監
費
す
る
場
合
竜
あ
9
」
ま
た
委
員
會
に
大
臣
の
出
席
を
要
求
し
て
其
め
暁
明
を
瀦
取

し
畳
蘭
慰
答
を
行
ム
場
合
も
あ
す
瀞
フ
ヲ
晒
涛
の
憲
法
は
大
臣
に
郵
し
て
本
會
畿
に
出
席
す
る
権
利
を
賦
輿
し
て
み

す
瀞
南
ひ
委
貴
會
k
出
席
す
る
権
利
は
之
歓
輿
へ
で
φ
な
い
。
故
に
大
臣
が
委
員
會
に
出
膚
す
る
の
は
委
艮
會
⑳
招
講

に
塵
じ
之
の
許
可
を
得
て
出
席
す
る
ε
云
ム
形
式
を
屡
ん
で
ゐ
番
の
で
あ
る
。
委
員
會
は
叉
そ
の
委
員
長
を
遜
じ
て

大
臣
の
雛
明
を
求
む
教
亭
び
あ
み
。
之
は
輩
に
委
員
長
が
大
臣
に
面
接
し
て
既
明
を
求
め
る
詐
う
で
な
く
、
萎
員
會

k
於
て
詳
鵜
な
δ
質
蘭
讐
を
作
成
し
ゼ
大
臣
に
逡
附
し
、
大
臣
も
亦
」
欝
鶏
な
番
丈
書
を
以
て
之
に
答
へ
教
事
が
屡

な
あ
ぢ
瀞
然
し
乍
ら
、
斯
玄
の
如
く
大
臣
が
或
は
委
員
會
k
衡
．
席
し
た
多
或
は
質
問
書
に
慮
答
し
紀
壷
す
5
と
ε
は

議
愈
碗
度
め
下
に
於
て
猛
許
、
き
る
べ
き
こ
ぜ
セ
．
あ
る
。
し
か
ξ
に
委
．
員
會
の
髭
督
は
輩
に
允
臣
に
謝
す
各
O
み
に
必

る
の
頭
厩
な
ψ
の
で
あ
萎
や
即
ち
委
員
會
嫉
大
臣
を
通
ぜ
ダ
し
で
直
接
、
各
省
の
事
務
に
關
與
せ
ん
ご
す
る
傾
向
が

あ
る
3
奮
楽
の
億
統
的
理
論
か
ら
云
へ
ば
議
會
の
政
府
鑑
督
は
．
大
臣
の
上
の
み
に
行
使
せ
む
る
惹
筈
礁
あ
る
。
、
而
し

驚
太
。
提
は
叢
の
燭
一
瞭
の
峯
務
に
．
鋤
し
で
嚢
任
を
負
ム
の
で
あ
る
。
然
る
駕
蹟
洲
大
戦
後
、
≧
の
理
論
か
ら
噂
の
趨
醗

輝
行
は
れ
七
3
、
委
員
燭
水
巨
を
蓮
ぜ
ず
各
省
の
凄
務
を
直
接
盈
観
す
る
慣
例
が
起
つ
｛
癖
驚
。
香
」
・
璽
に
逡
ん
で
委

慰脅に

鷺
爽
を
招
喚
し
て
業
の
直
接
の
誕
明
を
遜
取
す
る
3
ピ
巌
へ
行
は
る
る
に
至
づ
た
の
で
あ
る
。

　
一
・
露
に
し
ぐ
云
へ
ぱ
、
政
謄
盈
督
ゆ
機
醐
た
各
、
議
會
は
委
員
會
に
共
の
株
を
奪
は
醜
陀
己
が
如
き
犠
が
あ
る
。
擬

　
　
　
　
黍
■
塁
罵
欺
輪
鍮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
饗
員
禽
設
治
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

働
毛
護
會
鑑
ぜ
ず
し
曇
暑
が
嚢
美
募
霧
遙
蓼
る
や
差
姦
墨
髪
ゆ
黍
茜
闘

　
黄
征
を
問
ム
て
3
之
を
瓦
解
せ
し
む
る
の
は
議
會
の
み
駕
限
ら
れ
泥
灌
能
で
あ
る
か
ら
婁
員
會
が
自
ら
内
閣
の
賛
任

　
を
蟄
爲
す
る
φ
は
不
法
な
歩
冠
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ゆ
庭
が
、
千
九
百
二
十
二
年
輔
月
に
於
る
プ
リ
ア
ソ
内
閣
、

並
享
書
量
奉
霊
罷
蓼
9
↓
↑
茜
閣
の
議
歪
を
、
そ
れ
ぐ
外
塞
暑
・
畏

　
委
員
愈
の
反
勢
行
動
の
結
県
で
あ
つ
陀
。
斯
ぐ
の
如
く
、
常
設
委
員
會
k
よ
る
政
府
の
盈
督
は
盆
々
増
大
せ
ん
蜜
す

　
る
傾
向
あ
，
、
之
に
封
し
て
批
難
の
喧
し
き
は
疑
し
む
を
要
、
し
な
い
。

　
　
然
し
乍
ら
櫓
翻
り
て
患
ム
の
k
、
委
員
曾
は
自
己
の
名
k
於
て
活
動
す
る
の
で
な
く
、
少
ζ
置
も
議
會
の
名
に
於

　
｛
漕
動
す
る
の
で
あ
る
。
・
叉
～
委
員
會
麟
議
會
に
於
る
各
政
灘
の
勢
力
を
比
例
的
k
代
表
し
、
て
ゐ
る
な
ら
ぱ
委
員
會

　
ぼ
”
謎
し
ぐ
隣
會
の
代
衷
な
ウ
と
見
微
す
ヒ
ε
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
委
員
會
の
行
動
に
よ
つ
て
内
閣
が
僻
職
す
る
ζ

　
蜜
あ
互
畢
し
て
も
↓
．
之
は
内
閤
が
委
員
會
の
行
動
よ
多
見
て
議
會
に
於
る
自
己
の
蓮
命
を
豫
見
し
て
徒
に
本
會
議
に

　
於
て
醜
態
を
賜
す
の
愚
を
菟
れ
ん
爲
で
あ
る
－
次
に
委
員
會
が
夫
臣
を
招
請
し
て
雛
明
を
嬉
取
す
る
の
竜
必
し
も
委

　
員
曾
の
登
議
に
出
づ
5
竜
の
で
な
く
畠
．
却
つ
て
大
臣
の
方
よ
O
進
ん
で
委
員
會
に
出
席
し
て
其
の
慧
見
を
協
陳
せ
ん

　
電
ず
6
揚
春
が
あ
5
砂
で
あ
る
。
．
殊
に
大
臣
が
貞
己
の
提
出
せ
己
法
案
の
濫
過
を
切
望
し
て
ゐ
る
や
5
な
場
合
薩
は
穐

　
求
め
宅
委
員
會
に
出
庸
し
て
．
莫
の
室
氣
を
臼
己
に
有
利
な
参
し
あ
ん
ず
す
る
事
が
往
々
あ
る
。
叉
．
大
臣
が
委
員



婁
磐
需
茎
す
餐
護
務
の
馨
条
奎
至
批
繋
碧
詫
ξ
、
雷
婁
撃
奮
発
る

需
摸
し
義
璽
碧
芸
奮
笛
甕
い
．
、
概
し
て
委
器
養
て
成
功
せ
る
、
査
柴
叢
養
て
成

功
ぎ
を
婁
す
る
爺
髪
桑
奮
食
ち
看
黛
壺
蒙
奢
婁
磐
姦
の
小
霞
農
．
累

を
驚
し
警
の
で
あ
る
・
養
養
惹
奢
麓
於
葦
へ
大
姦
の
震
票
行
は
れ
る
が
、
フ
ラ
γ
養

於
て
は
毒
の
箒
塞
員
婁
撃
婆
し
て
仕
餐
の
で
あ
る
．
衣
に
養
婁
よ
つ
て
行
は
る
、
審
霧

の
監
霞
霧
墨
の
蟹
あ
る
墨
へ
盗
馨
あ
る
が
、
巷
結
讐
し
て
、
各
費
は
日
露
霞
鐘
曉

し
尋
婆
掌
轟
鵠
譲
姦
牧
し
舌
嘉
欝
婁
雀
書
て
器
．
菖
的
馨
を
辱
る
の
養

讐
警
裂
が
あ
る
尋
鰻
婁
の
智
巽
の
屡
肇
の
翌
馨
の
篁
角
の
專
聚
慧
藁
し
．

そ
の
馨
嘗
，
も
屡
各
甚
ゑ
の
奮
る
．
巷
彙
、
婁
暑
の
報
婁
は
巷
響
ピ
す
る
暑
の
査

霧
誉
斎
手
桑
鑑
あ
反
謹
前
査
居
し
も
の
蓑
婁
砦
例
罐
々
南
る
）
洗
爲
に
、
報

婁
も
し
く
は
委
嚢
が
査
義
器
穫
笠
ち
穿
、
疑
る
覆
皆
の
縫
不
虜
霧
姦
へ
舞

婁
馨
慧
す
る
を
が
奪
壕
捧
、
一
方
養
麦
、
雲
の
勢
の
径
葵
奮
黎
奮
る
謹

見
撃
妻
婁
い
・
彊
馨
の
享
叢
府
盈
舅
漆
箒
、
査
問
及
ぴ
嚢
を
蒙
ε
す
る
け
れ
蓄
、

聖
釜
掌
段
は
事
後
に
於
る
懲
罰
的
霊
督
で
あ
つ
て
襟
防
的
盈
督
で
は
な
い
．
委
暑
に
於
話
興
の
鱗
管
置

（
　
　
　
　
　
　
委
員
愈
喰
油
諭



（創恥

　
　
　
　
麩
鳥
奮
激
漕
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
内

す
番
亭
項
k
づ
－
い
で
、
欝
該
大
臣
ε
蹴
は
協
力
し
、
義
は
之
に
忠
告
し
或
は
之
を
是
疋
し
て
以
蒐
豫
防
的
監
督
を
な

す
事
が
幽
家
う
ρ
噂
あ
克
以
上
を
以
て
見
れ
ば
フ
ラ
シ
ス
憎
般
公
法
學
界
に
於
て
常
設
委
員
會
劇
度
を
以
て
其
の

欠
離
よ
窃
叢
づ
利
麓
の
方
が
大
な
参
ε
し
で
ゐ
み
の
は
怪
し
む
に
足
9
な
い
。
（
監
七
）

　
（
牲
鱒
V
ぴ
白
甕
“
粧
。
つ
嘱
豊
響
謬
．
ぎ
鼠
顧
霧
烏
擢
場
謬
一
爲
漉
マ
慧
㊥

（
警
窪
匙
書
量
慣
．
婁
皇
・
伽
量
．
、
漉
畠
．
」
．
．
甕
。
壽
8
日
葡
臓
を
昏
g
ぶ
書
憾
島
．
匿
馨
．
．

　
（
註
霞
）
》
年
畠
尊
即
包
覆
9
ξ
匂
．
国
。
匿
；
鷺
ガ
日
墾
邑
一
評
浮
β
睾
邑
話
〇
二
鉱
望
奮
ヨ
繕
籔
O
o
ヨ
ヨ
解
智
韓
恥
潟
卓
唱
・
ド
笹
心
騨
参
照

　
（
独
四
）
野
ご
蔵
計
6
噌
ぎ
影
歴
u
撃

　
警
男
乱
七
墜
8
暴
ぎ
鄭
彗
嘗
言
菖
r
ぎ
吐
馨
♂
句
彗
3
桐
日
℃
富
勾
＆
弩
も
爲
9

　
（
鶴
六
V
冨
馨
傷
毒
畠
・
多
翠
曽
炉
醤
↑
滲
照

　
（
註
吉
竃
畳
窪
浮
弓
夢
、
想
蕃
曾
想
喜
9
蓬
菖
8
．
。
＝
§
・
箏
騒
も
鵠

　
　
一
婁
馨
、
傷
§
さ
、
9
量
鐵
琶
＆
・
厨
局
讐
辞
一
醤
も
●
蟄

竃

　
権
力
分
立
主
義
が
根
本
原
則
を
な
し
て
ぬ
る
米
閣
憲
法
促
於
て
は
、
少
《
璽
も
理
論
上
k
於
｛
は
立
法
綴
は
立
法

府
た
る
儀
會
k
寡
驚
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
の
意
味
に
於
で
米
國
は
O
o
器
甘
臼
6
算
，
芝
O
o
轟
器
器
犀
繕
す

る
を
得
べ
《
。
し
か
唱
亦
、
捲
禽
の
立
渋
穣
楼
憂
貫
上
最
常
殺
委
員
會
に
よ
つ
て
行
使
せ
ら
れ
て
⑳
る
の
に
鑑
れ
縦



㈱コ

米
陶
腰
潅
は
常
設
塗
員
禽
政
治
で
あ
る
ざ
去
？
て
差
支
へ
な
肋
。
（
墜
〉
米
國
の
欧
治
制
度
が
他
の
諸
國
の
政
治
翻

度
思
糞
然
ぞ
＠
類
を
．
異
k
し
で
ゐ
臼
ゑ
．
鶏
ζ
示
す
の
配
屡
々
委
貴
會
政
治
冠
云
ふ
の
に
賞
に
謡
に
あ
塁
⑳
で
あ
る
。

（
縫
邑
耐
哉
k
激
瞬
駐
倉
に
於
f
り
常
設
委
員
愈
が
斯
ぐ
の
如
も
偉
大
な
6
亀
位
を
占
み
て
か
る
か
ピ
紫
ム
に
跨
共

の
理
由
罎
爵
簡
政
滑
を
行
つ
て
ゐ
る
諸
風
の
如
く
政
府
が
議
場
に
於
℃
議
會
む
指
螺
す
る
ご
云
ム
檬
な
有
ガ
な
る
指

導
者
の
存
在
レ
覆
晒
ζ
ピ
、
隣
愈
の
誉
議
ず
《
き
決
律
案
の
量
が
莫
大
で
あ
る
こ
ε
及
携
議
會
⑳
會
期
⑳
短
少
な
る

ζ
虞
等
で
み
ぢ
う
。
ん
壁
昌
）

　
米
風
に
於
る
常
設
委
員
會
制
度
は
母
び
閻
の
逡
化
の
結
果
で
あ
る
。
第
士
議
會
開
催
の
當
初
に
あ
つ
て
は
立
法
は

雨
院
蚕
脇
忙
よ
5
審
心
眠
の
麿
接
⑳
結
果
ε
ず
碍
し
ε
観
ム
磁
幣
が
」
・
艦
に
樗
麓
れ
で
ゐ
だ
。
ζ
⑳
晦
代
砂
幾
會
が
匙

較
的
小
規
櫨
ぐ
あ
ウ
拠
y
め
蜜
．
、
審
議
す
べ
き
問
題
が
比
較
的
少
か
つ
た
爲
に
、
勘
か
る
方
法
が
實
行
し
得
ら
れ
た

の
噂
あ
墜
ね
。
の
鍮
紅
に
慈
て
v
胤
題
が
復
雑
な
る
場
合
に
一
は
．
、
之
の
問
題
を
熟
知
し
之
髪
臓
理
す
愚
血
繕
か
，
霞
姦
少
齢
“

の
人
士
を
し
て
糠
め
審
議
し
共
の
意
見
を
定
あ
法
桀
の
形
式
を
整
へ
し
渉
て
然
る
後
に
本
會
議
に
上
程
し
鴬
方
演
議

院
の
職
資
を
，
有
効
，
鰭
桑
す
と
ピ
が
出
黍
劉
シ
ε
愚
は
れ
る
様
に
な
つ
て
來
た
。
、
霧
《
し
て
特
別
委
員
愈
齪
魔
癬
生
鯵

慾
の
で
み
数
。
寓
各
鑑
氏
は
巳
に
第
三
議
會
に
於
て
三
百
玉
十
を
下
ら
ぎ
る
特
甥
萎
員
會
が
畿
謹
せ
ぢ
れ
彪
豊
擢

へ
て
ゐ
る
。
ビ
も
6
が
興
後
欺
年
k
し
て
、
議
會
は
再
び
．
多
戴
の
法
案
は
圃
じ
U
般
酌
周
題
泌
關
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
鰹
耳
禽
糠
轍
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍
峯
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撫
鱗
◎
虞
糟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
凡

蚤
ヤ
．
多
小
ピ
も
相
亙
k
闘
．
聯
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
之
等
の
法
案
は
之
を
岡
輔
の
國
饅
に
よ
つ
て
審
議
せ
し
む
る

方
が
得
鴛
数
，
琶
悟
る
様
に
な
う
髭
沖
ヒ
れ
が
紬
て
の
法
案
を
そ
れ
み
、
蜘
個
の
範
簿
に
分
け
て
各
か
別
個
の
委
員

脅
を
ぴ
｛
之
k
醤
ら
し
め
6
今
臼
の
常
設
委
員
愈
制
度
を
探
用
し
た
動
機
で
あ
る
．
千
八
百
牟
に
は
六
個
の
常
蔑
委

員
禽
あ
壷
、
次
硬
懸
子
八
百
十
年
に
は
其
の
数
が
十
配
櫓
加
し
千
八
百
十
六
年
k
は
総
欺
二
十
を
算
す
る
に
至
つ
驚
。

碁
幡
於
詮
彼
蒸
さ
し
て
特
別
委
員
會
を
設
慧
慣
行
が
あ
ウ
π
が
、
乏
の
時
代
に
於
蒼
設
委
員
會
制
度
は
確

立
し
だ
ぎ
云
つ
で
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
｝
パ
鎧
四
）

　
今
替
㈹
於
て
米
下
院
の
常
設
委
員
會
は
四
十
二
で
あ
つ
て
』
般
立
法
に
闘
す
る
噴
の
k
、
二
）
司
法
委
員
會
（
二

十
ヨ
（
X
二
）
銀
行
ψ
通
貨
委
貫
禽
（
二
十
嘲
、
人
×
三
）
貨
幣
9
度
量
衡
制
度
委
員
禽
（
十
八
人
）
（
四
）
内
外
通
商
委
風
會

2
瞬
熟
蓄
げ
人
窯
宝
）
外
交
委
員
會
（
二
十
一
人
×
六
）
陸
軍
委
員
會
（
二
十
一
人
×
七
）
海
軍
委
員
會
（
二
十
一
人
×
八
）
商

勲
射
泌
鋸
審
貫
愈
（
二
十
一
人
×
九
）
郵
務
委
員
會
（
二
十
一
入
X
十
）
農
桑
委
員
會
（
二
十
輔
人
）
．
（
十
噌
）
國
有
緬
委
員

會
｛
累
亨
嗣
人
×
十
二
）
イ
y
デ
ア
ソ
委
員
會
（
二
十
一
人
×
十
三
）
傾
有
地
委
員
禽
（
二
十
轍
人
×
十
四
）
薩
島
蔀
萎
員

塞
‡
人
）
（
叢
）
讐
嶺
萎
器
（
＋
交
）
（
＋
嚢
墓
暑
（
一
王
人
）
（
宅
）
蕎
委
暑
（
手

学
人
×
牽
八
）
特
静
委
員
會
（
二
十
一
人
（
十
九
）
官
窟
委
員
會
（
二
十
哺
人
×
二
十
）
移
民
及
鋤
化
委
員
會
（
二
十
二
人
）

驚
繭
争
¢
國
勤
窮
査
委
員
會
（
二
十
一
人
×
二
十
二
）
2
質
シ
虻
ア
地
方
委
員
會
（
二
十
一
入
）
（
二
十
三
）
法
律
改
置
萎



¢靭

賃
禽
（
十
三
人
累
準
f
四
》
各
省
喪
委
員
愈
（
二
十
輔
人
）
が
あ
勢
共
の
外
に
大
統
偵
副
大
統
衝
艶
褒
畿
員
代
表
選
轟
罐

■
す
義
委
員
禽
（
十
三
人
）
が
あ
る
曽
ヌ
凸
．
財
政
に
闘
す
る
も
の
k
（
一
）
歳
入
委
員
含
（
二
十
玉
人
）
遭
（
二
）
歳
出
委
員

倉
魯
一
十
憲
火
）
が
あ
亟
漕
公
舞
峯
業
に
聞
す
蚤
意
の
龍
、
歪
）
河
川
港
溌
委
員
會
（
二
十
協
人
）
（
二
）
公
桑
建
蜷
物
滋

薮
亀
委
員
會
（
二
十
一
人
×
三
）
滋
灘
開
墾
亭
業
委
貴
會
（
十
七
人
×
四
）
遣
路
委
員
會
（
二
十
一
人
×
五
ウ
食
糾
統
制
盤

員
會
（
纂
十
，
輔
・
入
）
が
あ
る
。
曳
、
・
邸
金
k
闘
す
る
も
の
に
（
一
》
大
職
馨
加
在
郷
兵
士
立
法
委
員
會
（
二
十
一
人
×
罪
V

塞織

饗、

隼
金
塗
員
禽
（
二
十
，
↓
入
）
（
嘗
）
恩
給
委
員
會
（
二
十
一
人
）
が
あ
動
舞
願
に
開
す
る
も
の
k
（
二
訴
願
委
員
奢

（
ニ
ナ
．
一
人
×
二
）
載
時
欝
願
委
員
會
（
二
十
、
一
人
》
あ
，
南
逡
畢
に
闘
す
る
も
の
牝
第
一
、
第
一
「
第
三
の
委
員
會
あ

銭
翼
に
磯
院
舎
辞
ξ
議
院
規
則
㌍
蘭
し
で
、
は
議
院
會
計
委
員
會
（
十
ム
人
）
儀
院
規
則
委
員
含
（
十
二
人
）
が
あ
る
。

（
鹿
露
）

　
線
て
の
畿
員
は
必
蜜
何
れ
か
の
委
員
會
に
配
馬
せ
ち
れ
、
兀
て
の
法
律
案
は
共
の
性
質
に
癒
碧
で
各
委
員
會
艦
付

託
せ
ら
れ
、
各
委
窺
禽
は
僧
詑
琶
蚤
れ
た
る
法
案
に
封
し
匿
殆
ん
ご
凡
て
の
横
能
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
〆
し
か
も
乍

ら
委
員
禽
の
霊
簗
憾
陰
纂
k
法
桑
の
審
議
修
正
の
實
力
を
有
す
る
鮎
の
み
に
あ
る
の
で
な
く
、
費
に
噌
の
盤
案
を
本

愈
議
に
報
費
す
δ
や
否
や
を
決
定
す
る
継
能
を
有
し
て
む
る
鞘
に
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
｝
方
に
於
｛
凡
｛
の
盤
癖

稼
之
に
該
嘗
す
る
委
員
會
に
付
託
す
べ
き
匙
ピ
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
他
方
k
澱
て
、
か
か
る
決
鋸
を
審
織
し

　
　
　
　
響
弓
裏
軸
騰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鏡
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櫓
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翁
O

報
魯
ず
乃
義
務
を
萎
員
曾
随
負
繍
し
て
ぬ
な
い
の
で
あ
る
。
敏
k
法
案
を
霧
議
し
報
轡
す
る
は
圃
鵜
婁
員
奮
の
蔓
憲

緒
決
定
L
得
る
露
で
あ
る
。
決
案
の
潔
命
は
悉
く
委
員
含
の
慮
右
す
る
露
で
あ
つ
て
、
本
會
議
は
只
、
委
員
會
の
溌

定
を
反
映
す
る
に
愚
ぎ
な
｝
の
で
あ
る
。

　
千
九
百
O
や
隼
よ
遜
乎
瓦
百
二
十
一
牟
の
二
十
年
周
に
於
る
議
奮
活
動
の
統
欝
的
槍
壷
は
法
案
の
う
ち
委
員
會
に

於
兜
審
査
醤
れ
た
も
の
は
滋
分
の
」
に
遇
撃
ず
、
本
會
議
k
報
告
せ
ら
れ
拠
も
の
は
八
分
の
醜
k
愚
謬
ず
、
法
葎
蜜

潅
ゆ
た
る
も
の
十
七
分
の
輔
に
遍
ぎ
な
ψ
ピ
云
ム
。
（
腔
六
）
其
の
籐
は
斯
講
る
握
幽
澄
し
犀
誉
＆
貯
8
欝
彊
犀
霧

の
厄
に
．
遽
ふ
の
で
あ
る
汐
之
れ
今
，
日
k
於
て
」
樹
会
認
『
q
φ
誉
ず
一
問
題
の
や
か
ま
し
》
齎
以
で
あ
る
。

｛
米
剛
に
於
6
委
劃
響
富
法
k
つ
喚
て
は
各
種
の
攻
撃
が
掬
へ
ら
れ
℃
ゐ
る
が
、
今
そ
の
，
輔
例
電
し
で
プ
ラ
イ
溶
の

醤
浅
塵
を
畢
げ
れ
ぱ
、
「
委
員
會
制
度
は
立
濠
府
虐
し
て
の
議
院
の
統
鱒
を
破
嬢
す
る
ε
嚢
は
れ
る
。
即
ち
立
決
に
つ

ぞ
の
察
實
上
の
毬
務
が
委
員
會
に
於
沈
果
驚
醤
砦
か
ら
議
員
の
關
心
は
柴
萎
員
會
k
集
中
し
本
會
議
の
議
事

拠
注
意
が
梯
ぱ
れ
な
い
。
設
銘
有
能
な
る
委
員
は
二
三
の
重
要
な
る
委
員
會
の
委
員
長
に
任
轡
ら
れ
成
は
委
員
鷹
な

る
か
あ
ρ
他
の
重
饗
な
ち
ざ
塾
委
員
愈
は
無
能
な
る
委
員
の
み
を
集
む
る
事
に
な
る
。
叉
、
重
心
演
議
鴎
か
ら
婁
員

倉
に
移
励
す
る
結
果
、
本
會
議
淀
於
て
充
分
な
る
尉
論
が
行
は
れ
な
い
械
み
が
あ
ゐ
し
各
委
員
愈
が
央
々
、
爵
己
の

斯盤と

す
る
．
法
案
ぞ
勝
手
に
庭
理
し
て
ぬ
る
爲
k
、
立
法
の
調
和
蜜
闘
聯
ざ
を
失
轟
散
鮎
淋
生
ず
愚
。
更
に
、
委
員



幟シ

會
制
度
の
下
k
於
て
は
覧
牧
が
行
は
れ
易
ψ
。
小
規
模
な
委
員
會
に
於
て
は
一
委
員
の
登
言
梅
ε
難
も
重
大
な
る
便

讐
讐
舌
蕪
奪
づ
リ
ヲ
、
勇
菱
蛋
馨
複
奮
簑
ら
聾
て
轟
壽
は
箋
い
芸
ム

の
で
あ
る
。
ま
惚
委
員
會
制
度
は
費
任
の
低
下
を
來
す
も
の
ピ
し
て
の
批
難
が
あ
る
。
例
へ
ぽ
英
國
に
於
て
は
議
會

が
皿
不
都
合
な
法
律
を
通
愚
し
た
う
、
或
は
立
涙
な
法
律
を
否
決
し
た
り
す
る
揚
合
に
は
、
先
づ
政
府
が
攻
撃
せ
ら
れ
隔

弐
い
で
輿
窯
が
批
議
せ
ら
れ
最
後
㌍
個
々
の
議
員
が
非
難
せ
ら
る
る
が
、
米
國
に
於
て
は
、
毅
府
は
議
會
に
議
庸
を

有
さ
な
ψ
か
ら
、
．
勿
論
」
批
議
す
ぺ
春
様
な
く
、
亦
、
議
會
は
輩
k
委
員
會
の
決
議
牝
逡
随
し
ね
の
み
で
あ
る
か
ら

之
も
攻
撃
す
る
鐸
に
行
か
ず
、
3
れ
ぱ
ピ
て
委
員
會
は
不
鮮
明
な
團
謹
で
あ
つ
て
．
そ
の
委
員
は
之
を
葬
難
す
る
龍

陳
除
か
に
無
償
櫨
な
人
物
の
み
で
あ
る
。
又
、
萎
員
會
麗
度
は
議
院
の
議
事
k
封
す
る
麟
罠
の
醐
心
を
滅
ザ
し
め
．

最
後
に
も
財
政
癒
し
ぐ
は
其
の
他
、
物
質
的
利
害
關
係
を
所
管
ε
す
る
委
員
會
の
萎
員
長
猪
不
欝
の
権
力
を
輿
へ
轟

結
藻
を
招
く
之
建
が
あ
る
電
蓉
ム
。
（
麗
七
）

　
以
、
上
の
論
難
龍
は
荘
だ
傾
融
す
ぺ
き
麟
が
多
々
あ
己
が
鼓
に
摺
摘
せ
ら
醜
て
ゐ
る
弊
害
の
多
く
は
牽
國
の
立
蟄
謹

織
ぞ
の
憲
の
よ
レ
生
ず
る
弊
書
で
あ
つ
て
、
必
し
も
常
畿
委
員
會
k
蓬
く
ぺ
か
ら
ざ
る
饒
顯
で
織
な
ψ
で
あ
ら
5
幽

少
ぐ
ピ
も
蹴
會
を
し
て
多
歎
の
法
案
を
取
掌
せ
し
む
る
に
は
、
弛
の
如
何
な
る
手
段
よ
動
竜
常
設
婁
員
奪
鯉
度
が
最

も
有
難
ぞ
あ
δ
≧
墨
は
疑
ひ
な
ψ
●
ま
狸
織
員
を
し
て
興
の
專
閂
的
鼓
量
を
活
用
せ
し
む
る
醐
餐
は
莫
大
で
あ
器
面

　
　
　
　
喚
織
燈
殴
韓
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗
励
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澁
．
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翼
昌

㈲
鷺
養
會
髪
議
暑
し
弄
籍
麩
蒼
毒
あ
霧
塗
．
璽
賛
墓
に
華
叢
霧
馨
・
際

　
　
は
一
人
、
竜
つ
設
ら
ぬ
議
員
は
な
｝
」
蜜
騨
せ
5
れ
る
程
で
あ
る
。
（
融
G
し
か
し
儒
ら
濠
國
龍
於
け
器
常
設
婁
員
會

　
　
⑳
最
嵐
大
な
逐
撰
徽
は
穂
か
分
立
露
義
よ
ウ
盗
ず
る
不
健
全
な
る
結
果
龍
舅
す
る
聡
」
の
救
．
濟
を
な
し
で
轟
愚
融
で

　
あ
野
す
萎
風
食
盆
馨
舎
す
轟
鷺
が
．
暑
し
馨
墓
を
篇
晶
墓
駿
、
毒
の
鴛
嚢
寳

　
慮
麟
そ
璽
代
表
譜
嫁
委
員
禽
の
要
求
起
融
じ
て
随
時
出
席
す
る
を
常
ε
し
、
立
法
、
載
行
爾
蔀
岡
の
接
鰯
は
警
遽
に

　
蘇
像
鷺
ら
歳
℃
ね
る
以
上
k
舞
辮
憾
持
せ
ら
れ
宅
轟
番
の
で
あ
る
。
委
員
會
は
叉
、
些
の
法
蘂
を
之
犀
麟
欝
す
轟

　
簾
管
各
省
に
、
逡
購
し
て
．
藁
の
雛
明
勲
求
め
そ
の
解
答
は
委
員
會
の
決
議
k
璽
大
な
轟
影
鞭
を
輿
へ
る
の
ぞ
あ
る
の
翼

　
緯
濯
ん
で
は
各
雀
憂
心
餐
溝
，
び
大
統
優
慶
で
各
委
員
會
ξ
常
に
聯
絡
を
保
ち
、
委
麟
會
は
立
淺
．
執
行
爾
部
の
憲
志
疏

　
麺
梅
醐
壱
む
て
き
重
纂
な
る
地
，
位
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
番
。
葦
し
米
國
の
期
き
殴
漕
翻
度
を
探
罵
し
て
鋤
轟
園
家

　
奪
於
て
颪
膏
設
委
鈍
曾
制
度
拠
訴
へ
ず
ん
ぱ
立
法
、
執
行
爾
府
閥
k
趨
る
ダ
ツ
ド
管
ッ
ク
の
頻
畿
を
防
止
す
愚
龍
書

　
し
鰍
饗
あ
ら
う
。

　
　
　
（
遊
V
薫
強
署
ぞ
曾
昌
範
量
8
”
5
。
垂
錘
縛
毯
ご
ま
・

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
し
　
ド
　
ド

　
　
　
（
髄
若
饗
澗
．
毒
箆
。
β
讐
ぎ
毘
鐸
暑
『
含
凝
警
再
言
o
雇
鳳
聾
凶
。
g
琶
蔵
藍
静
竃
昌
β
議
商
嗜
，
も。
零

　
　
　
（
讐
ロ
農
．
周
葺
⇒
。
目
ぎ
蔓
翫
島
掲
雪
営
。
剛
鼠
昏
3
0
睾
鍔
響
婁
二
遙
モ
。
＝
一
召
警
畠
潔
滲
照

　
　
　
£
量
V
罫
製
譲
ぎ
警
帖
昼
＆
置
訟
呂
鐸
蓼
照



働
　
（
懲
君
』
撰
夢
。9

u
覆
瞬

　
（
壁
（
）
廓
姐
冒
ぷ
寧
＆
ヤ
。。
鵠
灘
照

　
（
髄
む
ψ
，
い
●
、
φ
嘗
劃
》
目
鼠
§
o
曾
馨
薯
琶
登
＜
o
一
』
．
等
・
頓
寓
ま
・
嚢
照

　
醒
臨
八
）
い
影
矯
窪
璽
覧
鮮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

以
上
英
米
佛
の
幾
會
委
員
會
を
一
瞥
し
詑
が
、
英
國
の
如
ぐ
内
閣
が
議
會
を
指
揮
し
、
立
法
及
政
策
の
決
定
に
ウ

い
て
画
議
會
は
翠
に
内
閣
に
追
随
す
る
に
遇
ぎ
な
炉
塵
で
は
委
員
會
演
露
要
な
塊
位
を
占
め
な
炉
の
櫨
霧
ろ
當
盤
で

あ
る
過
抑
も
英
國
の
議
會
な
る
ゑ
の
は
在
來
の
學
艶
に
ょ
れ
ば
少
ズ
慮
噛
立
法
に
つ
炉
て
最
露
権
を
掌
握
し
で
ゐ
轟

諏
で
あ
る
が
、
實
際
に
於
て
は
政
府
の
意
志
の
下
に
動
ζ
一
掴
の
ヴ
エ
ソ
チ
》
署
チ
ソ
グ
，
チ
論
ソ
パ
婁
鴬
る
に
邊

ぎ
な
ψ
。
し
か
ら
ば
立
法
の
愛
力
は
内
閣
に
競
一
し
、
内
閣
は
名
實
典
に
之
を
濁
裁
し
て
ゐ
畢
の
か
ε
曇
あ
に
争
瑛

驚
は
内
閣
は
内
閣
で
各
省
官
吏
k
よ
つ
て
動
か
き
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
軸
英
國
に
於
鷲
審
蜜
上
の
立
溝
を
餐
し

て
ゐ
る
の
は
シ
ヅ
イ
〆
、
・
ナ
婁
ヅ
イ
ス
な
墾
ピ
繕
せ
ら
れ
．
る
湧
以
で
あ
る
。
（
融
一
）
英
國
に
於
け
る
立
譲
の
鴛
駿
櫨

畿
倉
櫨
箪
に
大
綱
を
淡
定
す
る
に
遇
ぎ
ず
、
厨
謂
る
骨
翻
立
法
野
o
擢
器
盤
ぜ
臨
鵬
算
囲
婁
で
あ
多
翼
の
大
翻
分
綜
規

期
禽
令
饗
葺
窃
鴛
鐵
O
＆
窪
脇
に
よ
つ
で
補
婁
せ
5
れ
愚
の
で
あ
る
。
鼓
に
於
て
餐
行
敦
官
羅
に
封
す
轟
委
任
立
法

昏
蕎
轟
鼠
ぎ
触
肋
馨
げ
鐸
　
の
流
行
を
見
る
之
ε
k
な
つ
驚
。
．
（
粧
5
，
戚
翻
を
暴
げ
轟
ば
乎
九
蒼
二
†
七
郵
鑑
於
《
．

　
　
　
　
盤
盤
澱
X
▼
款
治
励
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
麗



爾
　
　
　
　
婁
鏑
壱
震
輸
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
翻

一
般
公
鎚
義
律
に
り
》
て
議
禽
の
萢
愚
せ
る
噛
の
霞
に
四
†
三
援
案
に
遇
ぎ
な
恥
の
に
、
圃
隼
被
於
｛
験
布
量
ら
れ

彪
お
蜆
期
命
令
は
實
に
千
三
百
四
十
九
の
多
獄
k
及
ん
で
ゐ
る
。
’
し
か
竜
窺
の
四
†
露
の
繍
般
餐
黙
法
律
め
う
あ
廿

三
婁
釜
壷
附
穂
客
命
冷
、
競
則
器
獅
を
豫
懇
あ
墓
簿
可
髪
馨
の
で
警
．
建
、
マ
轟
隔

す
蚤
理
由
鷺
し
℃
3
今
個
に
於
で
は
議
會
に
鋤
す
愚
立
法
の
要
求
が
愚
重
で
あ
つ
て
．
議
會
は
行
政
立
法
の
灘
鵜
鶴

露
λ
り
元
夷
の
伍
を
甕
す
を
得
な
塾
こ
蜜
、
今
日
の
時
勢
の
要
求
す
る
法
律
は
奪
悶
的
綾
術
を
要
す
る
か
お
簿
・
議
會

の
立
法
に
適
醤
な
い
慰
去
ぷ
鮎
が
暴
げ
ら
鵜
τ
ゐ
る
け
れ
ぜ
竜
、
若
し
今
日
の
議
會
の
立
法
量
が
愚
嚢
に
地
し
｛
遙

に
膨
六
で
あ
る
ピ
曇
ム
な
ら
ぱ
鞠
篭
れ
は
事
賓
を
強
ひ
る
も
の
で
あ
る
。
十
九
畿
艇
中
葉
に
於
け
る
莫
國
議
會
の
轍

俸
め
奉
均
立
法
盤
櫨
欺
瀦
大
験
以
後
に
於
け
る
立
法
量
の
二
倍
に
昇
塾
晶
し
か
嬉
叢
馨
の
法
律
鷹
今
麗
の
法
穣
の
魏

く
奪
門
酌
で
あ
，
包
鱈
薯
象
走
會
器
ぐ
興
霜
聖
規
饗
令
暴
し
叢
窪
お
で
蓼
噂
即
ち

千
汎
百
六
十
六
年
よ
ゆ
午
ん
百
七
十
」
年
に
至
る
」
般
公
興
法
律
通
懸
の
耶
均
歎
絃
百
十
二
蟄
律
で
あ
る
の
に
、
，
争

九
百
二
十
年
よ
9
千
九
百
二
十
先
年
に
至
る
十
年
聞
の
季
均
歎
は
五
十
八
法
律
に
癒
ぎ
な
い
ε
嚢
あ
。
健
圏
）

　
各
行
政
官
廓
に
ょ
る
規
則
命
令
の
形
式
に
於
け
る
立
法
は
議
會
の
無
能
緩
怠
を
意
味
し
唆
た
立
法
謹
の
移
動
を
意

摩
略
舞
な
妄
い
．
廠
企
往
々
、
嚢
藩
姦
て
巷
外
驕
に
顕
は
れ
て
ゐ
る
蕎
の
み
を
醗
し
、

例
へ
ぱ
ム
ツ
艶
ゾ
，
鹸
や
篭
ト
シ
L
砂
華
々
し
塾
活
動
の
み
に
心
を
捉
は
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
．
議
會
欧
拾
の
擬
襲



御5）

の
下
藻
詫
舌
轟
護
治
爵
し
議
舞
冷
淡
葦
を
讐
憲
．
然
し
蜜
叢
つ
毒
畜
砦
奪

制
政
治
は
漁
．
そ
れ
が
專
制
政
治
ε
し
て
正
L
ぐ
認
識
せ
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
簸
ろ
危
瞼
が
少
い
建
曇
へ
轟
の
で
あ
る
。

具
に
危
瞼
ご
す
ぺ
き
は
民
主
政
治
の
下
に
隈
蔽
せ
ら
れ
セ
る
專
制
政
治
で
あ
る
。
ヒ
れ
先
き
の
英
國
王
座
裁
鋼
斯
畏

錫
。
を
騨
瓢
。
馬
燭
魑
随
属
卿
や
牛
津
大
率
敦
授
ρ
．
習
》
浄
湖
民
が
或
は
↓
ぎ
客
舞
ご
窪
客
静
欝
ε
呼
ぴ
磯
は
雛
叢
守

ω
8
塗
受
爵
団
§
唱
貯
轟
ピ
畔
ん
で
英
属
江
濃
盛
注
慧
を
喚
起
し
た
厨
以
で
あ
る
。
而
し
て
莫
聚
議
禽
に
於
で
竜
夙
に

竃
農
姦
得
し
ぎ
・
尋
舞
馬
を
養
響
す
垂
暑
蓋
毬
萎
隻
隻
馨
省
寄
叢
力

k
開
す
6
踊
査
を
開
始
し
泥
が
、
同
委
員
會
の
報
告
は
冷
正
常
な
う
委
任
立
法
は
巳
む
を
得
ず
嘘
す
る
も
、
之
の
糖

査
は
議
會
に
於
け
る
傍
毅
委
員
奮
を
し
て
之
に
欝
ら
し
む
べ
し
ε
云
ム
結
論
に
蓬
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
駐
訟
）

髪
度
姦
べ
奪
誉
産
府
及
叢
府
鑑
督
機
讐
し
て
の
議
會
の
無
綾
實
箋
貧
櫓
愚
重
若
し
く
拡

負
耀
魍
重
ξ
思
は
れ
て
ゐ
る
ε
こ
ろ
k
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
自
爵
数
任
主
義
脛
距
の
時
代
に
あ
つ
て
す
ら
、
夢
認
ソ
糖

孝
ラ
ζ
、
多
は
委
員
會
の
必
要
を
力
説
し
お
る
程
で
あ
る
。
（
襲
）
し
か
ら
ぱ
今
昌
魏
く
國
家
に
封

し
義
富
誘
の
葉
芝
る
≧
垂
餐
－
・
磐
豆
蓑
の
奨
薯
禦
攣
駅
皇
藷
欝

於
て
は
常
設
委
員
奮
制
度
に
よ
つ
て
議
會
の
能
奉
を
増
進
す
る
必
要
漆
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ざ
れ
ば
愈
々
。
婁
鶴

立
法
の
蹉
盛
を
招
奈
し
て
議
會
は
斯
謂
る
庇
を
貸
し
｛
主
屋
を
取
ら
れ
る
の
は
必
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
婆
糞
禽
欺
滴
騰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賞
竃
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苺
麹

　
　
　
　
き
ゑ
を
ゑ
ぬ
め

盗
馨
簑
鷺
講
的
努
の
難
蟻
禽
封
す
譲
讐
菱
せ
誌
．
馨
舞
暴
け
薯
馨

員
會
或
ひ
は
審
議
會
の
設
澄
に
よ
つ
て
之
の
不
足
を
充
憾
ん
ε
す
る
傾
向
が
各
劉
に
於
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
政
務
⑳

箋
化
愚
麗
，
の
著
レ
い
會
、
か
言
讐
五
．
概
舞
辱
ぺ
き
で
馨
雛
．
凡
鑑
．
覇
霧
麗

に
封
す
る
責
任
の
確
保
ε
云
ム
貼
に
於
て
訣
く
る
露
あ
る
の
が
普
遍
で
あ
る
、
議
曾
は
國
属
の
慧
志
を
代
表
し
．
國

民
の
意
途
を
最
む
理
鯉
し
得
る
竜
の
ε
す
れ
擢
議
曾
の
常
設
委
員
會
を
し
｛
霞
ら
か
、
る
任
務
に
當
ら
し
む
る
方
が

響
で
あ
雪
・
ぢ
ζ
の
霞
養
禽
蕎
化
の
智
髭
の
霧
で
奮
．
勢
．
鷲
袋
農
嬰

し
あ
馨
躊
警
契
婁
箋
垂
婆
必
然
帯
馨
あ
で
碧
が
、
あ
突
婁
響
し
義
代
の

膏
望
裟
誉
占
歪
騒
禽
馨
嚢
會
宅
蕎
馨
色
蓼
，
勢
養
セ
藁
霧
蒙

鷺
畢
轟
塁
手
る
の
餐
弩
碧
．
釜
あ
露
養
璽
各
叢
欝
鷲
の
麗
灘
議
姦

生
し
爺
黍
後
誉
．
否
の
謬
姦
葱
豊
墨
3
ζ
翁
掻
し
憲
讐
得
嚢
墨
奮
が
．

覆
建
の
懸
で
奮
、
且
3
家
ら
云
禽
、
舞
警
馨
を
弩
義
跨
難
藷
蓉
駈
警

な
ら
な
，
ψ
こ
ざ
は
な
ψ
o

茎
議
禽
甥
需
砦
常
馨
暑
が
護
各
餐
蚕
す
妻
墜
智
藁
毯
講
暴
竃
讐

窓
義
癒
力
盆
の
傷
義
す
蓬
屡
し
乏
義
撃
る
讐
誌
慕
、
黍
、
叢
の
嘉
砦
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防
止
す
る
に
は
是
非
ε
竜
議
會
の
監
督
に
依
ら
ざ
る
を
得
ず
、
し
か
る
に
行
致
全
般
に
郵
す
る
全
議
會
の
醐
般
的
監

督
ε
云
ム
も
の
は
結
局
．
理
論
倒
れ
に
瞳
す
る
幟
み
あ
ウ
、
箸
し
之
の
盈
督
を
有
効
に
行
使
せ
ん
ε
す
れ
ば
行
政
各

般
k
封
す
る
常
設
各
專
門
委
員
會
の
個
別
的
盈
督
に
倹
た
な
く
て
は
な
ら
禰
。
更
k
常
設
萎
員
會
の
行
使
す
る
藍
督

は
所
謂
る
豫
防
的
盈
督
で
あ
つ
て
、
樫
力
分
立
と
云
ム
も
の
は
畢
覧
、
権
力
協
力
で
あ
幽
（
髄
七
）
設
π
協
力
た
ら
し

あ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
ピ
す
れ
は
、
こ
の
協
力
が
最
も
有
効
k
行
は
れ
る
の
は
之
馨
萎
員
會
で
あ
る
か
ら
、
敢
て
監

督
ε
云
ム
言
葉
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
ψ
の
で
あ
る
。

　
常
設
委
員
會
制
度
は
政
治
家
の
養
成
k
ε
つ
て
重
要
な
る
方
法
で
あ
ら
う
。
奮
時
代
の
欧
泊
家
は
之
を
措
き
、
麗

今
の
如
く
專
門
家
的
政
治
家
を
要
求
す
る
時
代
に
あ
つ
て
は
、
か
、
る
專
門
的
棄
餐
を
育
成
す
る
の
は
常
設
委
員
會

の
大
任
務
で
あ
る
。
蓋
し
今
日
、
議
員
の
索
質
低
下
が
去
爲
せ
ら
れ
｛
ゐ
る
の
は
、
一
つ
は
議
員
に
封
し
て
重
要
な

活
動
範
園
が
興
へ
ら
れ
て
な
い
の
ε
、
議
會
に
於
け
る
蓮
常
議
員
の
無
力
威
よ
勢
生
ず
る
怠
慢
ε
で
あ
ら
う
。
若
し

披
等
を
し
て
悉
く
常
設
委
員
會
に
配
燭
せ
し
め
充
分
な
る
研
究
題
目
ε
活
動
範
園
ピ
を
與
へ
、
進
ん
で
は
政
治
家
竃

し
て
の
登
龍
粗
た
ら
し
あ
ぱ
議
會
の
沈
溜
を
救
ふ
こ
ビ
少
く
な
炉
ε
思
ふ
。

　
最
後
に
ア
メ
リ
ヵ
で
行
つ
て
ゐ
る
が
如
き
》
＆
拝
＝
慈
識
彊
の
制
度
を
完
成
し
て
委
員
會
の
厨
管
虐
す
る
法
案

の
審
議
に
利
害
闘
係
者
の
意
見
、
或
は
院
外
專
門
家
の
意
見
若
し
く
は
國
民
一
般
有
志
の
慧
見
を
聴
闘
馨
勘
す
る
範

　
　
　
　
爵
黄
愈
畿
治
塗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
煮



（驚8）

　
　
　
　
　
婆
舞
愈
縫
治
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罵
汽

園
を
償
充
す
れ
ば
國
民
の
議
麟
k
關
す
る
關
心
を
鵜
戟
す
る
上
に
於
て
得
る
鵬
少
し
ε
し
菰
炉
で
あ
ら
・
，
。

（
髄
一
）

（註二）

（
謹
三
）

（
謡
匹
）

（
駐
五
）

（
駐
六
）

（
註
七
）

■
o
罠
煽
喚
誰
轟
9
切
6
望
塁
の
窯
舞
頃
醗
剛
o
蔚
3
諾
鵠
り
G
o
・
ま
・
麟
照

欝
し
く
ほ
P
日
．
Q
環
｝
望
剛
蝿
置
謬
臨
簿
臨
0
5
簸
照

■
g
島
躍
9
壽
羅
o
鴎
膨
雷
菌
婚
呂
。
島
．
噌
・
一
8

0
．
丙
．
≧
露
卑
す
奏
鴫
確
憂
署
ザ
讐
峠
矯
誘
一
も
。
護
－
猛
9
藩
照

一
〇
ぎ
鍾
葛
艶
弓
ぼ
彊
舞
籍
墨
鱒
蔓
害
謬
躍
鼠
野
騎
陶
撃
働
o
＜
§
幕
暴
阿
掌
冨
認
冨
の
調
欝
貼
墨
㌣
鵠
卸
麟
照

》菖090

隠
噂
専
署
。
潔
肝
駅
騨

言
浮
長
0
5
男
慰
飼
浄
野
o
o
撃
o
㌢
鼻
℃
も
累
欝
照

（
完
）


